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『
陳
亮
集
・
増
訂
本
』
抄
訳
（
四
）

―
―
「
廷
對
」
訳
注
（
２
）
―
―

中
嶋

諒
・
福
谷

彬

一

は
じ
め
に

本
稿
は
、
前
号
「
『
陳
亮
集
・
増
訂
本
』
抄
訳
（
三
）

―
「
廷
對
」
訳
注
（
１
）
」
（
『
論
叢
ア
ジ
ア
の
文
化
と
思
想
』
第
二

九
号
所
収
）
に
引
き
続
き
、
南
宋
の
思
想
家
、
陳
亮
（
一
一
四
三
～
一
一
九
四
／
九
五
）
の
文
集
『
陳
亮
集
・
増
訂
本
』
巻

一
一
所
収
の
「
廷
對
」
の
後
半
部
に
つ
い
て
、
訳
注
を
試
み
た
も
の
で
あ
る
。

陳
亮
の
平
生
や
、
そ
の
思
想
の
特
徴
、
変
遷
に
つ
い
て
は
既
発
表
の
訳
注
「
『
陳
亮
集
・
増
訂
本
』
抄
訳
（
一
）
―
「
勉
彊

行
道
大
有
功
」
訳
注
」
（
同
第
二
七
号
所
収
）
、
「
『
陳
亮
集
・
増
訂
本
』
抄
訳
（
二
）

―
「
六
經
發
題
」
「
語
孟
發
題
」
訳

注
」
（
同
第
二
八
号
所
収
）
で
一
通
り
終
え
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
繰
り
返
さ
な
い
。
ま
た
陳
亮
の
「
廷
對
」
が
書
か
れ
た

背
景
や
、
そ
の
陳
亮
思
想
の
中
で
の
位
置
づ
け
等
に
つ
い
て
は
、
前
掲
し
た
前
号
を
参
照
さ
れ
た
い
。

論
叢
ア
ジ
ア
の
文
化
と
思
想

第

号
30
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訳
注
の
作
成
に
あ
た
っ
て
は
、
ま
ず
は
前
号
の
続
き
で
あ
る
「
聖
問
又
曰
、
意
者
狃
於
常
情
則
難
變
」
か
ら
「
彼
亦
何
忍

以
異
類
自
爲
哉
」
ま
で
を
福
谷
が
、
「
而
聖
策
又
曰
、
名
賓
於
實
而
是
非
不
能
文
其
僞
」
か
ら
「
廷
對
」
の
末
尾
で
あ
る
「
臣

昧
死
謹
上
愚
對
」
ま
で
を
中
嶋
が
そ
れ
ぞ
れ
下
原
稿
を
作
成
し
た
が
、
そ
れ
ぞ
れ
両
名
で
再
三
に
わ
た
り
検
討
し
た
た
め
、

全
体
を
通
し
て
両
名
の
手
が
加
わ
っ
て
い
る
。
た
だ
し
「
む
す
び
」
に
つ
い
て
は
、
福
谷
が
執
筆
し
、
中
嶋
は
字
句
の
訂
正

等
を
す
る
に
と
ど
め
た
。
と
り
わ
け
陳
亮
「
廷
對
」
に
お
け
る
『
東
坡
書
傳
』
の
影
響
に
つ
い
て
は
、
福
谷
の
指
摘
で
あ
る

こ
と
を
こ
こ
に
明
記
し
て
お
き
た
い
。

二

「
廷
對
」
訳
注

【
凡
例
】

・
底
本
に
は
『
陳
亮
集
・
増
訂
本
』
（
中
華
書
局
、
一
九
八
七
年
八
月
）
を
用
い
、
以
下
の
諸
本
と
の
校
異
を
示
し
た
。
た
だ

し
煩
を
避
け
る
た
め
、
異
体
字
・
通
仮
字
・
同
義
語
の
類
の
異
同
は
割
愛
し
た
。

『
龍
川
集
』
三
十
巻
（
『
文
淵
閣
四
庫
全
書
』
所
収
）

『
龍
川
文
集
』
三
十
巻
（
『
金
華
叢
書
』
所
収
）

『
龍
川
文
集
』
三
十
巻
（
『
叢
書
集
成
』
初
編
、
所
収
）

『
龍
川
先
生
集
要
』
六
巻
（
『
和
刻
本
漢
籍
文
集
』
第
六
輯
、
汲
古
書
院
、
一
九
七
八
年
二
月
）

『
陳
亮
集
・
増
訂
本
』
抄
訳
（
四
）

（
中
嶋
・
福
谷
）
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な
お
校
異
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
四
庫
本
」
、
「
金
華
本
」
、
「
集
成
本
」
、
「
和
刻
本
」
の
略
称
を
使
用
し
た
。

・
訳
注
は
、
原
文
・
校
異
・
注
釈
・
通
釈
の
順
で
並
ぶ
。

・
通
釈
に
お
い
て
（

）
を
附
し
た
部
分
は
、
訳
者
の
補
注
で
あ
る
。

・
適
宜
、
「
『
陳
亮
集
・
増
訂
本
』
抄
訳
（
三
）

―
「
廷
對
」
訳
注
（
１
）
」
を
参
照
し
た
。
そ
の
際
に
は
「
抄
訳
（
三
）
」
と

省
略
し
、
該
当
す
る
頁
数
を
明
記
し
た
。

聖
問
又
曰
、
「
意
者
狃
於
常
情
則
難
變
、
玩
於
虚
文
則
弗
畏
乎
。
」
臣
以
爲
人
主
以
厚
處
其
身
、
而
未
嘗
以
薄
待
天
下
之
人
、

（
１
）

（
２
）

安
有
吾
身
之
既
至
而
天
下
之
終
不
可
化
者
乎
。
臣
願
陛
下
明
師
道
君
道
以
先
之
而
已
。
此
所
謂
教
化
之
實
、
號
令
之
意
者
也
。

（
３
）

（
４
）

〔
校
異
〕
異
同
無
し
。

〔
注
釈
〕

（
１
）
意
者
狃
於
常
情
則
難
變
、
玩
於
虚
文
則
弗
畏
乎
…
殿
試
の
出
題
文
の
一
節
。
「
抄
訳
（
三
）
」
の
六
一
頁
以
下
を
参
照
。

（
２
）
人
主
以
厚
處
其
身
、
而
未
嘗
以
薄
待
天
下
之
人
…
陳
亮
の
答
案
の
冒
頭
に
、
同
様
の
文
章
が
見
え
る
。
「
抄
訳

（
三
）
」
の
六
七
頁
以
下
を
参
照
。
な
お
こ
ら
れ
は
『
論
語
』
衛
靈
公
に
「
子
曰
、
躬
自
厚
而
薄
責
於
人
、
則
遠
怨
矣
」

と
あ
る
の
を
踏
ま
え
る
。

（
３
）
師
道
君
道
…
君
主
と
し
て
の
道
と
、
教
化
す
る
者
と
し
て
の
道
。
陳
亮
の
答
案
の
前
半
部
に
、
「
臣
願
陛
下
盡
君
道
以

幸
天
下
、
禮
樂
刑
政
並
出
而
用
之
」
、
「
臣
願
陛
下
明
師
道
以
臨
天
下
、
仁
義
孝
悌
交
發
而
示
之
」
と
あ
る
の
を
踏
ま
え
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る
。
「
抄
訳
（
三
）
」
の
八
〇
頁
以
下
、
及
び
七
六
頁
以
下
を
参
照
。
な
お
「
抄
訳
（
三
）
」
で
は
、
「
師
道
」
を
「
先
生

と
し
て
の
道
」
と
訳
出
し
た
が
、
本
稿
で
は
以
下
、
「
教
化
す
る
者
と
し
て
の
道
」
と
訳
出
す
る
こ
と
と
す
る
。

（
４
）
此
所
謂
教
化
之
實
、
號
令
之
意
…
殿
試
の
出
題
文
に
、
「
臨
政
五
年
於
兹
、
而
治
不
加
進
、
澤
不
加
廣
、
豈
教
化
之
實

未
著
、
而
號
令
之
意
未
孚
耶
（
政
務
に
臨
ん
で
今
に
至
る
ま
で
五
年
と
い
う
の
に
、
治
績
は
挙
が
ら
ず
、
恩
沢
は
広
く

及
ば
ず
、
な
ん
と
教
化
の
成
果
が
現
れ
ず
、
号
令
の
意
図
が
信
頼
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
）
」
と
あ
る
こ
と
を
指
す
。

「
抄
訳
（
三
）
」
の
六
一
頁
以
下
を
参
照
。

〔
通
釈
〕

ま
た
陛
下
の
御
下
問
に
は
、
「
思
う
に
平
常
の
情
義
に
捉
わ
れ
れ
ば
変
革
し
が
た
く
、
空
虚
な
文
飾
を
玩
べ
ば
畏
怖
さ
れ
な

い
」
と
ご
ざ
い
ま
す
。
私
が
思
い
ま
す
に
、
君
主
た
る
も
の
は
、
厚
く
己
が
身
を
修
め
て
、
決
し
て
天
下
の
人
々
を
軽
視
な

さ
ら
ぬ
こ
と
で
す
。
ど
う
し
て
我
が
身
は
行
き
届
い
て
い
る
の
に
、
結
局
、
天
下
は
教
化
で
き
な
い
な
ど
と
い
う
こ
と
が
ご

ざ
い
ま
し
ょ
う
か
。
私
が
願
い
ま
す
に
は
、
ま
ず
は
陛
下
は
、
教
化
す
る
者
と
し
て
の
道
と
、
君
主
と
し
て
の
道
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
を
な
さ
る
べ
き
で
す
。
こ
れ
が
陛
下
が
お
っ
し
ゃ
る
「
教
化
の
成
果
、
号
令
の
意
図
」
と
い
う
も
の
で
す
。

臣
伏
讀
聖
策
曰
、
「
且
帝
者
之
世
、
賢
和
於
朝
、
物
和
於
野
、
俗
固
美
矣
。
然
䜛
説
殄
行
、
迺
以
爲
慮
。
」
臣
有
以
見
陛
下

（
１
）

深
知
人
心
之
未
易
正
也
。
昔
者
堯
舜
以
師
道
臨
天
下
、
苟
可
以
教
之
者
無
所
不
用
其
至
矣
、
而
説
之
橫
入
於
人
心
者
、
謂
之

（
２
）

ａ

讒
説
。
行
之
高
出
於
人
心
者
、
謂
之
殄
行
。
人
心
之
危
、
説
有
以
橫
入
之
、
則
受
矣
。
行
有
以
高
出
之
、
則
伏
矣
。
此
所
謂
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震
驚
、
而
堯
舜
之
所
憂
也
。
故
必
有
納
言
之
官
、
使
王
命
民
言
交
出
迭
入
、
而
得
以
同
歸
於
道
、
而
天
下
之
學
一
矣
。
及
周

（
３
）

（
４
）

之
衰
、
天
下
之
學
争
起
肆
出
、
不
能
相
下
、
而
向
之
所
謂
䜛
説
殄
行
者
、
一
變
而
爲
郷
原
、
務
以
浸
潤
於
人
心
、
自
納
於
流

（
５
）

俗
。
天
下
之
學
既
不
能
以
相
一
、
而
其
勢
不
屈
而
自
歸
。
孔
孟
蓋
深
畏
之
、
以
其
非
復
堯
舜
之
時
所
嘗
有
也
。
願
陛
下
畏
郷

原
甚
於
堯
舜
之
畏
䜛
説
殄
行
、
則
人
心
之
正
有
日
矣
。

〔
校
異
〕

ａ
教
…
四
庫
本
・
集
成
本
・
金
華
本
、
「
救
」
に
作
る
。

〔
注
釈
〕

（
１
）
且
帝
者
之
世
～
迺
以
爲
慮
…
殿
試
の
出
題
文
の
一
節
。
「
抄
訳
（
三
）
」
の
六
一
頁
以
下
を
参
照
。
「
讒
説
」
は
、
讒
言
、

「
殄
行
」
は
、
孤
高
の
行
い
と
解
し
た
。
『
尚
書
』
舜
典
に
「
帝
曰
、
龍
、
朕
堲
讒
説
殄
行
、
震
驚
朕
師
」
と
あ
る
。

「
殄
行
」
の
「
殄
」
字
は
、
す
で
に
『
爾
雅
』
釋
詁
に
「
契
、
滅
、
殄
、
絶
也
」
と
あ
り
、
多
く
は
「
絶
」
（
絶
つ
こ

と
）
と
解
さ
れ
る
。
ま
た
『
尚
書
』
偽
孔
伝
の
当
該
箇
所
に
も
「
殄
、
絶
」
（
『
十
三
經
注
疏
整
理
本
』
、
北
京
大
学
出
版

社
、
二
〇
〇
〇
年
一
二
月
／
二
・
九
七
頁
）
と
あ
り
、
ま
た
蔡
沈
が
注
し
た
『
書
集
傳
』
の
当
該
箇
所
に
も
「
殄
、
絶

也
」
（
『
朱
子
全
書
・
外
編
』
、
華
東
師
範
大
学
出
版
社
、
二
〇
一
〇
年
九
月
／
一
・
一
九
頁
）
と
あ
り
、
い
ず
れ
も

「
殄
」
字
を
「
絶
」
と
訓
詁
し
て
、
正
し
い
行
い
を
絶
つ
こ
と
と
解
釈
す
る
が
、
こ
こ
で
は
文
脈
が
合
わ
な
い
。
あ
る

い
は
、
蘇
軾
『
東
坡
書
傳
』
巻
二
に
、
「
堲
、
疾
也
。
殄
、
絶
也
。
絶
行
、
猶
獨
行
、
行
之
不
可
繼
者
也
。
惟
讒
説
獨
行

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

爲
能
動
衆
。
納
言
之
官
、
聽
下
言
納
於
上
、
受
上
言
宣
於
下
、
樞
機
之
官
、
故
能
爲
天
下
言
行
之
帥
。
舜
有
不
問
而
命
、
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臣
有
不
讓
而
受
者
、
皆
隨
其
實
也
」
（
『
兩
蘇
經
解
』
所
収
『
東
坡
先
生
書
傳
』
、
萬
暦
二
五
年
（
一
五
九
七
）
刊
本
景
印
、

京
都
大
学
漢
籍
善
本
叢
書
、
同
朋
舎
出
版
、
一
九
八
八
年
一
〇
月
／
二
・
五
一
〇
～
五
一
一
頁
）
と
解
釈
す
る
の
に
近

い
か
。
な
お
本
稿
で
は
、
陳
亮
の
「
廷
對
」
全
体
を
通
じ
て
『
東
坡
書
傳
』
の
内
容
と
関
連
が
あ
り
そ
う
な
箇
所
は
、

そ
の
都
度
記
し
て
い
く
。

（
２
）
人
心
…
民
衆
の
心
。
『
尚
書
』
大
禹
謨
に
「
人
心
惟
危
、
道
心
惟
微
、
惟
精
惟
一
、
允
執
厥
中
」
と
あ
る
。
程
頤
は

「
人
心
」
を
「
人
欲
」
、
朱
熹
は
「
形
気
か
ら
発
動
す
る
心
」
と
解
釈
し
、
い
ず
れ
も
君
主
の
心
の
う
ち
の
未
修
養
の
部

分
と
解
す
る
が
、
陳
亮
の
文
脈
に
合
わ
な
い
。
『
尚
書
』
孔
穎
達
疏
の
当
該
箇
所
に
は
「
正
義
曰
…
…
因
戒
以
為
君
之
法
、

民
心
惟
甚
危
險
、
道
心
惟
甚
幽
微
。
危
則
難
安
、
微
則
難
明
、
汝
當
精
心
惟
當
一
意
、
信
執
其
中
正
之
道
、
乃
得
人
安

而
道
明
耳
。
」
（
三
・
一
一
三
頁
）
と
あ
り
、
「
人
心
」
を
「
民
衆
の
心
」
と
解
釈
す
る
の
が
、
陳
亮
の
意
に
比
較
的
近
い

か
。

（
３
）
震
驚
…
恐
怖
さ
せ
る
こ
と
。
『
尚
書
』
舜
典
に
「
帝
曰
。
龍
、
朕
堲
讒
説
殄
行
、
震
驚
朕
師
」
と
あ
る
。
注
（
１
）
を

参
照
。

（
４
）
故
必
有
納
言
之
官
…
「
納
言
之
官
」
は
、
民
意
を
王
に
伝
え
、
ま
た
王
命
を
民
に
伝
え
る
官
。
『
尚
書
』
舜
典
に
「
帝

曰
、
…
…
納
言
、
夙
夜
出
納
朕
命
、
惟
允
」
と
あ
る
。
『
東
坡
書
傳
』
は
「
納
言
之
官
、
聴
下
言
納
於
上
、
受
上
言
宣
於

下
、
樞
機
之
官
、
故
能
為
天
下
言
行
之
帥
」
（
二
・
五
一
一
頁
）
と
注
す
る
。

（
５
）
郷
原
…
世
人
に
媚
び
へ
つ
ら
う
似
非
君
子
。
『
論
語
』
陽
貨
に
「
子
曰
、
郷
原
、
德
之
賊
也
」
と
あ
る
の
に
基
づ
く
。
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朱
熹
の
集
注
に
は
「
郷
原
、
郷
人
之
愿
者
也
。
蓋
其
同
流
合
汙
以
媚
於
世
、
故
在
郷
人
之
中
、
獨
以
愿
稱
」
（
『
四
書
章

句
集
注
』
、
中
華
諸
局
、
／
一
七
九
頁
）
と
あ
り
、
時
流
に
迎
合
し
て
諂
う
人
を
指
す
。

〔
通
釈
〕

謹
ん
で
陛
下
の
御
下
問
を
拝
読
い
た
し
ま
す
に
、
「
聖
帝
（
で
あ
る
堯
や
舜
）
の
世
で
は
、
賢
者
は
朝
廷
で
仲
睦
ま
じ
く
、

万
物
は
地
方
で
和
合
し
、
そ
の
風
俗
は
ま
こ
と
に
美
し
か
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
で
も
䜛
説
（
讒
言
）
や
殄
行
（
孤
高
の
行

い
）
が
あ
れ
ば
、
心
配
し
た
の
で
あ
る
」
と
ご
ざ
い
ま
す
。
私
は
こ
の
お
言
葉
に
よ
っ
て
、
陛
下
は
、
民
衆
の
心
を
た
や
す

く
正
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
、
深
く
心
得
て
お
ら
れ
る
と
分
か
り
ま
し
た
。
そ
の
昔
、
堯
や
舜
は
教
化
す
る
者
と
し
て
の
道

を
も
っ
て
天
下
に
臨
み
、
お
よ
そ
救
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
ど
こ
ま
で
も
救
お
う
と
し
ま
し
た
。
そ
れ
で
も
、

民
衆
の
心
を
陥
れ
る
言
葉
を
「
讒
説
（
讒
言
）
」
と
い
い
、
民
衆
の
心
か
ら
か
け
離
れ
た
孤
高
な
行
為
を
「
殄
行
（
孤
高
の
行

い
）
」
と
い
っ
た
の
で
す
。
民
衆
の
心
は
危
う
く
流
さ
れ
や
す
い
の
で
、
人
に
罪
を
着
せ
よ
う
と
説
く
も
の
が
お
れ
ば
、
民
衆

は
受
け
入
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
ま
た
孤
高
の
行
い
を
取
る
も
の
が
お
れ
ば
、
平
伏
し
て
し
ま
い
ま
す
。
こ
れ
が
『
尚
書
』
に

い
う
「
震
驚
（
驚
か
せ
る
）
」
で
あ
り
、
堯
や
舜
が
憂
慮
し
た
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、
必
ず
納
言
の
官
を
置
い

て
、
王
の
命
令
と
民
衆
の
訴
え
を
往
来
さ
せ
た
の
で
す
。
ど
ち
ら
も
道
理
に
帰
着
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
天
下
の
学
問

は
一
つ
に
な
る
か
ら
で
す
。
周
王
朝
が
衰
え
る
に
及
ん
で
、
天
下
の
学
問
が
争
い
起
こ
っ
て
、
互
い
に
譲
ろ
う
と
せ
ず
、
か

つ
て
「
讒
説
」
や
「
殄
行
」
と
称
さ
れ
た
者
ど
も
は
、
一
変
し
て
「
郷
原(

媚
び
諂
い
を
得
意
と
す
る
学
者)

」
と
な
り
、
つ

と
め
て
民
衆
の
心
に
迎
合
し
よ
う
と
し
、
自
ら
世
の
人
々
に
受
け
入
れ
ら
れ
よ
う
と
し
ま
し
た
。
天
下
の
学
問
は
も
は
や
統
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一
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
い
、
そ
の
勢
い
は
収
ま
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
思
う
に
、
孔
子
や
孟
子
が
こ
の
こ
と

を
深
く
憂
慮
し
た
の
は
、
堯
や
舜
の
（
郷
原
の
い
な
い
）
時
代
に
は
戻
れ
な
い
か
ら
で
し
た
。
願
い
ま
す
に
は
、
陛
下
が
郷

原
の
徒
に
対
し
て
憂
慮
す
る
こ
と
が
、
堯
舜
が
「
䜛
説
」
や
「
殄
行
」
に
対
し
て
憂
慮
す
る
こ
と
よ
り
も
厳
格
で
あ
れ
ば
、

民
衆
の
心
が
正
さ
れ
る
の
が
遥
か
先
の
こ
と
と
は
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。

臣
伏
讀
聖
策
曰
、
「
畫
衣
冠
、
異
章
服
、
而
民
不
犯
、
刑
既
措
矣
、
然
怙
終
賊
刑
、
必
使
加
審
、
何
也
。
」
臣
有
以
見
陛
下

ａ

（
１
）

深
知
民
命
之
未
易
生
全
也
。
方
堯
舜
以
君
道
幸
天
下
、
禹
平
水
土
、
稷
降
播
種
、
民
固
已
樂
其
有
生
矣
、
而
皐
陶
明
刑
以
示

ｂ

（
２
）

（
３
）

（
４
）

之
、
塞
其
不
可
由
之
塗
、
使
得
優
游
於
契
之
教
伯
夷
之
禮
。
天
下
之
人
皆
知
禹
夷
稷
契
之
功
、
而
皐
陶
之
所
以
入
於
人
心
者
、

（
５
）

（
６
）

（
７
）

隠
然
而
不
可
誣
也
。
後
世
之
爲
天
下
者
、
刑
一
事
而
已
矣
。
寛
簡
之
勝
於
微
密
也
、
温
厚
之
勝
於
嚴
厲
也
、
其
功
皆
可
言
、

而
皐
陶
不
言
之
功
則
既
廢
矣
。
夫
鞭
作
官
刑
、
朴
作
教
刑
、
金
作
贖
刑
、
眚
災
肆
赦
、
怙
終
賊
刑
。
官
刑
既
如
彼
、
教
刑
又

（
８
）

如
此
、
情
之
輕
者
釋
以
財
、
情
之
誤
者
釋
以
令
。
凡
可
出
者
悉
皆
出
之
矣
、
其
所
謂
怙
終
賊
刑
者
、
蓋
其
不
可
出
者
也
。
天

下
之
當
刑
者
能
幾
人
。
後
世
之
輕
刑
未
有
如
堯
舜
之
世
者
也
。
願
陛
下
考
堯
舜
之
所
以
輕
刑
之
由
、
則
民
命
之
全
可
必
矣
。

ｃ

〔
校
異
〕

ａ
讀
…
集
成
本
・
金
華
本
、
「
謂
」
に
作
る
。

ｂ
幸
…
集
成
本
・
金
華
本
、
「
宰
」
に
作
る
。

ｃ
由
…
集
成
本
・
金
華
本
、

「
繇
」
に
作
る
。

〔
注
釈
〕
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（
１
）
畫
衣
冠
～
何
也
…
殿
試
の
出
題
文
の
一
節
。
「
抄
訳
（
三
）
」
の
六
一
頁
以
下
を
参
照
。
「
怙
終
賊
刑
」
は
、
も
と
『
尚

書
』
舜
典
を
典
拠
と
す
る
。

（
２
）
禹
平
水
土
…
禹
が
大
洪
水
を
平
定
し
た
こ
と
を
指
す
。
『
尚
書
』
舜
典
に
「
帝
曰
、
俞
、
咨
。
禹
、
汝
平
水
土
。
惟
時

懋
哉
。
禹
拜
稽
首
、
讓
于
稷
契
暨
皐
陶
。
帝
曰
、
俞
、
汝
往
哉
」
と
あ
る
。

（
３
）
稷
降
播
種
…
后
稷
が
民
に
種
ま
き
を
教
え
た
こ
と
を
指
す
。
『
尚
書
』
舜
典
に
「
帝
曰
、
棄
、
黎
民
阻
飢
、
汝
后
稷
、

播
時
百
穀
」
と
あ
り
、
同
大
禹
謨
に
「
皐
陶
邁
種
德
、
德
乃
降
、
黎
民
懷
之
。
」
と
あ
る
。

（
４
）
皐
陶
明
刑
以
示
之
…
皐
陶
が
刑
罰
を
明
ら
か
に
示
し
た
こ
と
を
指
す
。
『
尚
書
』
大
禹
謨
に
「
帝
曰
、
皐
陶
、
惟
茲
臣

庶
、
罔
或
干
予
正
。
汝
作
士
、
明
于
五
刑
、
以
弼
五
教
。
期
于
予
治
、
刑
期
于
無
刑
、
民
協
于
中
、
時
乃
功
、
懋
哉
」

と
あ
る
。

（
５
）
契
之
教
…
契
が
五
教
（
義
、
慈
、
友
、
恭
、
孝
）
を
も
っ
て
民
を
教
化
し
た
こ
と
を
指
す
。
『
尚
書
』
舜
典
に
「
帝
曰
、

契
、
百
姓
不
親
、
五
品
不
遜
。
汝
作
司
徒
、
敬
敷
五
教
、
在
寛
」
と
あ
る
。

（
６
）
伯
夷
之
禮
…
伯
夷
が
三
礼
（
天
神
、
地
祇
、
人
鬼
の
祭
祀
）
を
司
っ
た
こ
と
を
指
す
。
『
尚
書
』
舜
典
に
「
帝
曰
、
咨
、

四
岳
。
有
能
典
朕
三
禮
。
僉
曰
、
伯
夷
。
帝
曰
、
愈
咨
。
伯
、
汝
作
秩
宗
。
夙
夜
惟
寅
、
直
哉
惟
清
」
と
あ
る
。

（
７
）
皐
陶
之
所
以
入
於
人
心
…
皐
陶
が
刑
罰
を
軽
く
し
た
こ
と
で
、
生
を
好
む
徳
が
民
衆
の
心
に
行
き
渡
っ
た
と
さ
れ
る

こ
と
を
指
す
。
『
尚
書
』
大
禹
謨
に
「
皐
陶
曰
、
帝
德
罔
愆
、
臨
下
以
簡
、
御
衆
以
寬
。
罰
弗
及
嗣
、
賞
延
于
世
。
宥
過

無
大
、
刑
故
無
小
。
罪
疑
惟
輕
、
功
疑
惟
重
。
與
其
殺
不
辜
、
寧
失
不
經
。
好
生
之
德
、
洽
于
民
心
、
茲
用
不
犯
于
有
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司
」
と
あ
り
、
ま
た
『
東
坡
書
傳
』
は
「
帝
因
禹
之
讓
皐
陶
、
故
推
其
功
而
勉
之
。
皐
陶
憂
天
下
後
世
以
刑
為
足
以
治

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

也
、
故
推
明
其
所
自
、
以
為
非
帝
之
至
德
、
不
能
至
也
」
（
二
・
五
二
三
～
五
二
四
頁
）
と
注
す
る
。

ヽ

（
８
）
鞭
作
官
刑
～
怙
終
賊
刑
…
『
尚
書
』
舜
典
に
「
象
以
典
刑
、
流
宥
五
刑
。
鞭
作
官
刑
、
扑
作
教
刑
、
金
作
贖
刑
、
眚

災
肆
赦
、
怙
終
賊
刑
。
欽
哉
、
欽
哉
、
惟
刑
之
恤
哉
」
と
あ
る
。

〔
通
釈
〕

私
は
平
伏
し
て
御
下
問
を
拝
読
い
た
し
ま
す
に
、
「
（
堯
や
舜
の
治
世
で
は
）
刑
に
応
じ
た
衣
服
を
着
さ
せ
、
章
服
（
罪
人

の
罪
を
示
す
服
）
を
罪
状
に
応
じ
て
区
別
し
、
そ
れ
で
民
が
罪
を
犯
さ
な
く
な
り
、
刑
罰
は
も
は
や
必
要
な
く
な
っ
た
。
し

か
し
、
罪
を
反
省
し
な
い
も
の
を
死
刑
に
す
る
際
に
は
、
必
ず
更
に
審
理
し
た
の
は
何
故
で
あ
ろ
う
か
」
と
ご
ざ
い
ま
す
。

私
は
こ
の
お
言
葉
か
ら
、
民
が
容
易
に
生
命
を
全
う
で
き
な
い
こ
と
を
、
陛
下
が
深
く
知
っ
て
お
ら
れ
る
こ
と
が
分
か
り
ま

し
た
。
堯
や
舜
は
、
君
主
と
し
て
の
道
を
も
っ
て
天
下
を
巡
幸
し
、
禹
は
水
害
を
平
定
し
、
后
稷
は
（
民
に
）
種
ま
き
を
教

え
、
か
く
し
て
民
は
、
ま
こ
と
に
生
命
を
全
う
し
て
楽
し
ん
だ
一
方
、
皐
陶
は
刑
罰
を
明
ら
か
に
示
し
、
（
民
が
）
誤
っ
た
道

に
進
む
可
能
性
を
あ
ら
か
じ
め
防
ぐ
こ
と
で
、
契
の
教
育
や
伯
夷
の
祭
礼
を
、
や
す
や
す
と
進
め
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。
天
下
の
人
々
は
み
な
、
禹
や
伯
夷
、
后
稷
や
契
の
功
績
に
つ
い
て
は
存
じ
て
お
り
、
皐
陶
が
民
衆
の
心
に
行
き
渡
る
こ

と
が
で
き
た
こ
と
も
、
明
ら
か
で
な
い
も
の
の
、
疑
い
は
な
い
の
で
す
。
後
世
の
天
下
を
治
め
る
も
の
は
、
ひ
た
す
ら
刑
罰

を
設
け
る
だ
け
で
す
。
寛
容
で
簡
素
で
あ
る
こ
と
は
、
微
細
で
詳
密
で
あ
る
こ
と
に
勝
り
、
温
厚
で
あ
る
こ
と
は
、
厳
格
で

あ
る
こ
と
に
勝
り
ま
す
。
（
禹
や
伯
夷
、
后
稷
や
契
の
）
功
績
は
誰
も
が
口
に
で
き
ま
す
が
、
皐
陶
が
口
に
し
な
か
っ
た
功
績
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に
つ
い
て
は
廃
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
も
そ
も
（
『
尚
書
』
舜
典
に
は
）
「
官
吏
の
刑
罰
は
鞭
で
打
ち
、
教
え
に
従
わ
な
い

も
の
の
刑
は
棒
で
叩
き
、
（
過
失
の
た
め
に
犯
し
た
罪
は
）
金
を
出
せ
ば
贖
え
る
よ
う
に
し
、
過
失
か
ら
災
い
を
引
き
起
こ
し

た
場
合
に
は
許
し
て
や
る
が
、
悪
を
頼
ん
で
改
め
な
か
っ
た
も
の
は
死
刑
に
処
す
」
と
あ
り
ま
す
。
官
吏
に
対
す
る
刑
罰
が

そ
の
よ
う
で
あ
り
ま
す
の
で
、
教
育
に
お
け
る
刑
罰
に
つ
い
て
も
こ
の
よ
う
で
あ
り
ま
し
た
。
状
況
が
軽
微
の
も
の
は
金
銭

で
許
し
て
や
り
、
状
況
が
過
失
に
よ
る
も
の
は
命
令
次
第
で
許
し
、
お
よ
そ
釈
放
で
き
る
も
の
は
、
こ
と
ご
と
く
み
な
釈
放

し
ま
す
。
（
『
尚
書
』
舜
典
に
）
い
わ
ゆ
る
「
悪
を
頼
ん
で
改
め
な
か
っ
た
も
の
は
死
刑
に
処
し
た
」
の
は
、
や
は
り
釈
放
で

き
な
い
者
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
天
下
に
刑
罰
を
執
行
す
べ
き
も
の
は
、
ど
れ
だ
け
お
り
ま
し
ょ
う
か
。
後
世
の
軽
い
刑
罰

に
は
、
堯
舜
の
世
の
よ
う
な
も
の
は
ま
っ
た
く
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
願
い
ま
す
に
は
、
堯
舜
が
な
ぜ
刑
罰
を
軽
く
し
た
の
か
と

い
う
理
由
を
、
陛
下
が
お
考
え
に
な
れ
ば
、
民
の
生
命
が
全
う
さ
れ
る
こ
と
必
然
で
ご
ざ
い
ま
す
。

而
聖
策
又
曰
、
「
得
非
薫
陶
訓
厲
、
自
有
旨
歟
。
」
臣
之
所
以
反
復
爲
陛
下
言
之
者
、
苟
盡
師
道
、
則
薫
陶
在
其
中
、
苟
盡

（
１
）

ａ

君
道
、
則
訓
厲
不
足
言
矣
。
堯
舜
之
所
以
治
天
下
者
、
豈
能
出
乎
道
之
外
哉
。
仁
義
孝
悌
、
禮
樂
刑
政
、
皆
其
物
也
。

ｂ

〔
校
異
〕

ａ
復
…
集
成
本
・
金
華
本
、
「
覆
」
に
作
る
。

ｂ
乎
…
集
成
本
・
金
華
本
・
和
刻
本
、
「
吾
」
に
作
る
。

〔
注
釈
〕

（
１
）
得
非
薫
陶
訓
厲
、
自
有
旨
歟
…
殿
試
の
出
題
文
の
一
節
。
「
抄
訳
（
三
）
」
の
六
一
頁
以
下
を
参
照
。
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〔
通
釈
〕

そ
し
て
ま
た
陛
下
の
御
下
問
に
「
思
う
に
感
化
勉
励
と
い
う
こ
と
に
は
、
自
ず
と
方
法
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
あ
る

ま
い
か
」
と
ご
ざ
い
ま
す
。
私
が
繰
り
返
し
陛
下
の
た
め
に
申
し
上
げ
て
き
た
こ
と
は
、
ま
こ
と
に
教
化
す
る
者
と
し
て
の

道
を
尽
く
せ
ば
、
民
衆
の
感
化
は
そ
の
中
に
あ
る
の
で
あ
り
、
ま
こ
と
に
君
主
と
し
て
の
道
を
尽
く
せ
ば
、
勉
励
す
る
必
要

な
ど
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
堯
舜
が
天
下
を
治
め
た
方
法
が
、
ど
う
し
て
私
の
申
し
上
げ
た
方
法
と
異
な

る
こ
と
な
ど
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
仁
義
孝
悌
に
し
ろ
、
礼
楽
刑
政
に
し
ろ
、
い
ず
れ
も
こ
の
方
法
に
他
な
り
ま
せ
ん
。

臣
伏
讀
聖
策
曰
、
「
今
欲
、
為
士
者
精
白
承
德
而
趨
向
一
於
正
、
爲
民
者
遷
善
遠
罪
而
訟
訴
歸
於
平
。
」
臣
有
以
見

（
１
）

ａ

ｂ

陛
下
之
未
嘗
以
薄
待
天
下
之
人
也
、
彼
亦
何
忍
以
異
類
自
為
哉
。

（
２
）

〔
校
異
〕

ａ
於
…
四
庫
本
・
集
成
本
・
金
華
本
、
「
歸
於
」
に
作
る
。
和
刻
本
、
「
于
」
に
作
る
。

ｂ
於
…
和
刻
本
、
「
于
」
に
作
る
。

〔
注
釈
〕

（
１
）
今
欲
～
爲
民
者
遷
善
遠
罪
而
訟
訴
歸
於
平
…
殿
試
の
出
題
文
の
一
節
。
「
抄
訳
（
三
）
」
の
六
一
頁
以
下
を
参
照
。

（
２
）
彼
亦
何
忍
以
異
類
自
為
哉
…
天
下
の
者
も
、
聖
王
た
る
光
宗
と
異
類
で
あ
る
と
思
う
こ
と
に
耐
え
ら
れ
な
く
な
る
と

い
う
こ
と
（
＝
天
下
の
者
も
、
聖
王
た
る
光
宗
に
感
化
さ
れ
て
、
自
分
も
聖
王
た
る
光
宗
の
同
類
と
し
て
振
る
舞
お
う

す
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
こ
と
）
。
『
孟
子
』
告
子
上
に
「
故
凡
同
類
者
、
擧
相
似
也
、
何
獨
至
於
人
而
疑
之
。
聖
人
與
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我
同
類
者
」
と
あ
る
の
を
踏
ま
え
る
か
。

〔
通
釈
〕

臣
は
伏
し
て
陛
下
の
御
下
問
を
拝
読
致
し
ま
す
に
、
「
士
た
る
者
は
、
務
め
励
ん
で
純
粋
に
道
徳
を
稟
受
し
て
正
し
く
あ
ろ

う
と
し
、
民
衆
は
善
へ
と
移
り
罪
か
ら
遠
の
き
、
裁
判
は
公
平
に
な
る
こ
と
を
（
朕
は
）
願
う
」
と
ご
ざ
い
ま
す
。
私
は
こ

の
お
言
葉
に
よ
っ
て
、
陛
下
が
ま
っ
た
く
天
下
の
者
ど
も
を
軽
視
し
て
い
な
い
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。
天
下
の
者
ど
も
も

ど
う
し
て
自
ら
陛
下
と
異
類
で
あ
る
と
思
う
こ
と
に
耐
え
ら
れ
ま
し
ょ
う
か
。

而
聖
策
又
曰
、
名
賓
於
實
而
是
非
不
能
文
其
僞
、
私
滅
於
公
而
愛
惡
莫
可
容
其
情
。
則
聖
意
不
免
於
小
疑
矣
。
然
而
天

（
１
）

下
之
學
貴
乎
正
、
天
下
之
情
貴
乎
平
、
其
終
固
未
嘗
不
歸
於
厚
也
。
夫
今
日
之
患
、
正
在
夫
名
實
是
非
之
未
辨
、
公
私
愛
惡

（
２
）

ａ

之
未
明
、
其
極
至
於
君
子
小
人
之
分
猶
未
定
也
。
伊
尹
論
、
有
言
逆
於
汝
心
、
必
求
諸
道
。
有
言
遜
于
汝
志
、
必
求
諸
非
道
、

（
３
）

ｂ

其
説
近
矣
、
而
漢
之
谷
永
、
其
言
未
嘗
不
逆
。
唐
之
李
泌
、
其
言
未
嘗
不
順
。
則
人
心
庸
有
定
乎
。
孟
子
論
國
人
皆
曰
賢
、

（
４
）

（
５
）

（
６
）

必
察
見
其
賢
而
後
用
之
。
國
人
皆
曰
可
殺
、
必
察
見
其
可
殺
而
後
殺
之
。
其
説
密
於
伊
尹
矣
、
然
爲
人
上
者
何
從
而
得
國
人

ｃ

之
論
也
。
凡
今
之
進
言
於
陛
下
之
前
者
、
孰
不
自
以
爲
是
、
而
自
以
爲
公
哉
。
陛
下
亦
嘗
察
輿
論
之
曰
賢
者
而
用
之
矣
、
然

而
人
之
分
量
有
限
、
其
心
未
能
盡
平
也
、
未
能
擧
無
私
也
。
小
人
乗
間
而
肆
言
以
爲
公
、
力
詆
以
爲
直
、
陛
下
亦
不
能
不
惑

ｄ

之
矣
、
遂
欲
兩
存
之
以
爲
平
、
薫
蕕
決
無
同
器
之
理
也
、
名
實
是
非
當
日
以
淆
、
而
公
私
愛
惡
未
知
所
定
、
何
望
夫
風
俗
之

（
７
）

正
而
刑
罰
之
清
哉
。
陛
下
見
其
賢
而
用
之
、
擧
動
之
小
偏
、
則
勿
行
而
已
耳
。
君
臣
固
當
相
與
如
一
體
也
、
何
至
存
肆･

之

ｅ
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人
以
恐
懼
其
心
志
、
而
徊
徨
其
進
退
哉
。
陛
下
苟
能
明
辨
名
實
是
非
之
所
在
、
公
私
愛
惡
之
所
歸
、
則
治
亂
安
危
於
是
乎
分
、

ｆ

而
天
下
之
大
計
略
定
矣
。
風
俗
固
不
期
而
正
、
刑
罰
固
不
期
而
清
也
。
清
白
承
德
、
遷
善
遠
罪
、
直
其
細
耳
。

（
８
）

〔
校
異
〕

ａ
辨
…
集
成
本
・
金
華
本
、
「
辯
」
に
作
る
。

ｂ
于
…
四
庫
本
、
「
於
」
に
作
る
。

ｃ
上
…
和
刻
本
、
「
主
」
に
作
る
。

ｄ
詆
…
四
庫
本
・
集
成
本
・
金
華
本
・
和
刻
本
、
「
抵
」
に
作
る
。

ｅ
存
…
集
成
本
・
金
華
本
、
「
有
」
に
作
る
。

ｆ
辨

…
集
成
本
・
金
華
本
、
「
辯
」
に
作
る
。

〔
注
釈
〕

（
１
）
名
賓
於
實
～
愛
惡
莫
可
容
其
情
…
殿
試
の
出
題
文
の
一
節
。
「
抄
訳
（
三
）
」
の
六
一
頁
以
下
を
参
照
。
「
名
賓
於
實
」

は
、
も
と
『
莊
子
』
逍
遙
遊
を
典
拠
と
す
る
。

（
２
）
未
嘗
不
歸
於
厚
…
陳
亮
の
答
案
の
冒
頭
に
、
「
人
主
以
厚
處
其
身
」
（
人
主
は
厚
く
己
の
身
を
修
め
る
）
と
あ
る
の
と

同
様
の
主
張
と
解
釈
し
た
。
「
抄
訳
（
三
）
」
の
六
七
頁
以
下
を
参
照
。

（
３
）
有
言
逆
于
汝
心
～
必
求
諸
非
道
…
『
尚
書
』
太
甲
下
に
「
有
言
逆
于
汝
心
、
必
求
諸
道
、
有
言
遜
于
汝
志
、
必
求
諸

非
道
」
と
あ
る
。

（
４
）
漢
之
谷
永
…
前
漢
の
谷
永
（
？
～
前
八
）
を
指
す
。
字
は
子
雲
、
陝
西
長
安
の
人
。
天
文
や
易
学
に
通
じ
て
、
日
蝕

や
地
震
の
発
生
を
根
拠
に
成
帝
の
失
政
を
諫
め
た
が
、
そ
の
一
方
で
当
時
の
権
力
者
で
あ
る
大
将
軍
王
鳳
に
取
り
入
っ

て
、
そ
の
執
政
を
弁
護
し
た
。
そ
の
事
跡
に
つ
い
て
は
、
『
漢
書
』
巻
八
五
の
本
伝
に
詳
し
い
。
な
お
谷
永
に
つ
い
て
陳
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亮
は
、
他
に
『
陳
亮
集
・
増
訂
本
』
巻
二
一
、
「
漢
論
」
成
帝
朝
に
お
い
て
、
「
灾
異
之
對
、
谷
永
比
鳳
以
申
伯
、
杜
欽

歸
過
於
後
宮
、
二
子
以
賢
良
方
正
進
、
而
所
言
如
此
、
尚
何
賴
焉
」
（
上
・
二
三
一
頁
）
な
ど
と
述
べ
て
い
る
。

（
５
）
唐
之
李
泌
…
唐
の
李
泌
（
七
二
二
～
七
八
九
）
を
指
す
。
字
は
長
源
、
陝
西
京
兆
の
人
。
粛
宗
、
代
宗
の
信
頼
を
得

て
、
徳
宗
の
と
き
に
は
宰
相
と
な
る
。
直
言
を
は
ば
か
ら
ず
、
そ
の
た
め
不
遇
に
遭
う
こ
と
も
多
か
っ
た
。
そ
の
事
績

に
つ
い
て
は
、
『
舊
唐
書
』
巻
一
三
〇
、
お
よ
び
『
新
唐
書
』
巻
一
三
九
の
本
伝
に
詳
し
い
。
な
お
李
泌
に
つ
い
て
陳
亮

は
、
他
に
『
陳
亮
集
・
増
訂
本
』
巻
九
、
「
王
珪
確
論
如
何
」
に
お
い
て
、
「
夫
寵
利
所
在
、
至
可
畏
也
。
功
名
之
際
、

至
難
居
也
。
君
臣
上
下
相
與
樂
之
、
而
無
異
同
疑
間
之
論
、
則
爲
可
願
耳
。
…
…
李
泌
極
論
李
晟
、
馬
燧
於
德
宗
之
前
、

而
二
臣
爲
之
感
泣
。
使
李
泌
如
張
延
賞
、
則
晟
方
欲
死
而
不
可
論
、
至
於
此
、
則
同
列
之
公
論
豈
不
甚
可
樂
哉
」
（
上
・

九
六
頁
）
な
ど
と
述
べ
て
い
る
。

（
６
）
孟
子
論
國
人
皆
曰
賢
～
而
後
殺
之
…
『
孟
子
』
梁
恵
王
下
に
「
孟
子
見
齊
宣
王
曰
、
所
謂
故
國
者
、
非
謂
有
喬
木
之

謂
也
、
有
世
臣
之
謂
也
、
王
無
親
臣
矣
、
昔
者
所
進
、
今
日
不
知
其
亡
也
、
王
曰
、
吾
何
以
識
其
不
才
而
舎
之
、
曰
、

國
君
進
賢
、
如
不
得
已
、
將
使
卑
踰
尊
、
疏
踰
戚
、
可
不
愼
與
、
左
右
皆
曰
賢
、
未
可
也
、
諸
大
夫
皆
曰
賢
、
未
可
也
、

國
人
皆
曰
賢
、
然
後
察
之
、
見
賢
焉
、
然
後
用
之
、
左
右
皆
曰
不
可
、
勿
聽
、
諸
大
夫
皆
曰
不
可
、
勿
聽
、
國
人
皆
曰

不
可
、
然
後
察
之
、
見
不
可
焉
、
然
後
去
之
、
左
右
皆
曰
可
殺
、
勿
聽
、
諸
大
夫
皆
曰
可
殺
、
勿
聽
、
國
人
皆
曰
可
殺
、

然
後
察
之
、
見
可
殺
焉
、
然
後
殺
之
、
故
曰
國
人
殺
之
也
、
如
此
然
後
可
以
爲
民
父
母
」
と
あ
る
。

（
７
）
薫
蕕
…
香
草
と
臭
草
。
転
じ
て
善
悪
、
賢
愚
、
美
醜
を
い
う
。
『
春
秋
左
氏
伝
』
僖
公
四
年
・
伝
に
「
專
之
渝
、
攘
公
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之
羭
。
一
薰
一
蕕
、
十
年
尚
猶
有
臭
」
と
あ
り
、
そ
の
杜
預
注
に
「
薫
、
香
草
。
蕕
、
臭
草
。
十
年
有
臭
、
言
善
易
消
、

悪
難
除
」
（
『
十
三
經
注
疏
整
理
本
』
、
北
京
大
学
出
版
社
、
二
〇
〇
〇
年
一
二
月
／
一
七
・
三
八
三
頁
）
と
あ
り
、
ま
た

『
孔
子
家
語
』
巻
二
・
致
思
に
「
孔
子
曰
、
回
來
、
汝
奚
獨
無
願
乎
。
顔
回
對
曰
、
文
武
之
事
、
則
二
子
者
既
言
之
矣
、

回
何
云
焉
。
孔
子
曰
、
雖
然
、
各
言
爾
志
也
、
小
子
言
之
。
對
曰
、
回
聞
薰
蕕
不
同
器
而
藏
、
堯
桀
不
共
國
而
治
、
以
其

類
異
也
」（『
孔
子
家
語
校
注
』、
新
編
諸
子
集
成
続
編
、
中
華
書
局
、
二
〇
二
一
年
九
月
／
八
九
頁
）
と
も
あ
る
。

（
８
）
清
白
承
德
、
遷
善
遠
罪
…
殿
試
の
出
題
文
に
は
、
「
爲
士
者
精
白
承
德
而
趨
向
一
於
正
、
爲
民
者
遷
善
遠
罪
而
訟
訴
歸

於
平
（
士
た
る
者
は
、
務
め
励
ん
で
純
粋
に
道
徳
を
稟
受
し
て
正
し
く
あ
ろ
う
と
し
、
民
衆
は
善
へ
と
移
り
罪
か
ら
遠
の

き
、
裁
判
は
公
平
と
な
る
）
」
と
あ
る
。
「
抄
訳
（
三
）
」
の
六
一
頁
以
下
を
参
照
。
前
者
は
士
た
る
者
の
、
後
者
は
民
衆
の

な
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
が
、
陳
亮
は
こ
れ
ら
は
些
末
な
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
よ
り
も
光
宗
自
ら
が
名
実
、
是
非
の
あ
り
ど
こ

ろ
、
公
私
、
愛
悪
の
帰
着
す
る
と
こ
ろ
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
求
め
た
。

〔
通
釈
〕

ま
た
陛
下
の
御
下
問
に
は
、
「
名
称
が
実
質
に
備
わ
り
、
是
非
は
偽
り
を
装
飾
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
私
情
は
公
義
に
よ
っ

て
滅
却
さ
れ
、
偏
愛
や
憎
悪
を
許
容
す
る
こ
と
が
な
い
（
と
い
う
状
態
に
、
一
体
ど
の
よ
う
に
し
て
至
ろ
う
か
）
」
と
ご
ざ
い

ま
す
が
、
陛
下
の
お
考
え
に
は
、
い
さ
さ
か
疑
念
を
抱
か
ず
に
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
。
と
い
う
の
は
、
天
下
の
学
問
は
正
し
い

こ
と
を
尊
び
ま
す
し
、
天
下
の
情
勢
は
公
平
で
あ
る
こ
と
を
尊
び
ま
す
が
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
（
陛
下
ご
自
身
が
）
厚
く
（
己

が
身
を
修
め
る
こ
と
）
に
帰
さ
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
か
ら
で
す
。
い
っ
た
い
近
ご
ろ
の
病
患
は
、
ま
さ
し
く
名
称
と
実
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質
、
是
と
非
の
区
別
が
つ
い
て
お
ら
ず
、
公
義
と
私
情
、
愛
と
憎
悪
の
違
い
が
明
ら
か
で
な
く
、
ひ
い
て
は
、
君
子
と
小
人

の
区
別
が
い
ま
だ
定
ま
っ
て
い
な
い
こ
と
に
あ
り
ま
す
。
伊
尹
は
「
言
に
汝
の
心
に
逆
ら
ふ
こ
と
有
れ
ば
、
必
ず
諸
を
道
に

求
め
、
言
に
汝
の
志
に
遜
ふ
こ
と
有
れ
ば
、
必
ず
諸
を
非
道
に
求
む
（
貴
君
の
心
に
逆
ら
う
こ
と
ば
に
は
、
必
ず
そ
こ
に
道

を
求
め
、
貴
君
の
志
に
寄
り
添
う
こ
と
ば
に
は
、
必
ず
そ
こ
に
非
道
を
求
め
る
）
」
と
論
じ
ま
し
た
が
、
こ
の
説
は
真
理
に
近

い
も
の
で
す
。
し
か
し
漢
の
谷
永
の
諫
言
は
、
皇
帝
の
心
に
逆
ら
わ
な
い
も
の
は
な
く
、
唐
の
李
泌
の
諫
言
は
、
皇
帝
の
心

に
従
わ
な
い
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
（
谷
永
の
諫
言
は
皇
帝
の
心
に
逆
ら
う
も
の
だ
が
道
は
な
く
、
李
泌
の
諫
言
は
皇

帝
の
心
に
従
う
も
の
だ
が
道
が
あ
り
、
こ
の
よ
う
に
伊
尹
の
こ
と
ば
に
合
わ
な
い
ケ
ー
ス
も
あ
り
ま
す
の
で
、
）
民
衆
の
心
も

ま
た
ど
う
し
て
同
様
だ
と
い
え
ま
し
ょ
う
か
。
孟
子
は
、
国
中
の
人
々
が
み
な
賢
者
と
言
っ
て
、
さ
ら
に
必
ず
君
主
自
身
が

そ
の
者
の
賢
明
た
る
こ
と
を
察
見
し
て
、
そ
の
後
に
そ
の
者
を
採
用
す
る
。
国
中
の
人
々
が
み
な
処
刑
す
べ
き
だ
と
言
っ
て
、

さ
ら
に
必
ず
君
主
自
身
が
そ
の
者
の
処
刑
す
べ
き
こ
と
を
察
見
し
て
、
そ
の
後
に
そ
の
者
を
処
刑
す
る
と
述
べ
て
い
ま
す
。

こ
の
説
は
、
伊
尹
の
も
の
よ
り
も
精
密
で
す
。
け
れ
ど
も
人
の
上
に
立
つ
者
は
、
い
か
に
し
て
国
中
の
人
々
の
意
見
を
得
る

こ
と
が
で
き
る
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
も
そ
も
い
ま
、
陛
下
の
御
前
に
意
見
を
申
し
出
る
者
の
う
ち
、
自
ら
を
正
し
い
と
思
い

込
ん
だ
り
、
自
ら
を
公
平
で
あ
る
と
思
い
込
ん
だ
り
し
な
い
者
な
ど
お
り
ま
す
で
し
ょ
う
か
。
陛
下
も
ま
た
、
世
論
が
賢
者

と
い
う
者
を
察
見
し
て
、
そ
の
者
を
採
用
し
て
お
ら
れ
ま
す
が
、
人
の
力
量
に
は
限
界
が
あ
り
ま
す
の
で
、
常
に
公
平
で
あ

る
と
い
う
わ
け
に
も
い
か
ず
、
常
に
私
心
が
な
い
と
い
う
わ
け
に
も
い
き
ま
せ
ん
。
小
人
は
機
に
乗
じ
て
、
放
言
し
て
は
そ

れ
を
公
平
だ
と
思
い
込
み
、
叱
責
し
て
は
そ
れ
を
直
言
だ
と
思
い
込
み
ま
す
の
で
、
陛
下
は
必
ず
困
惑
さ
れ
て
、
か
く
し
て
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彼
ら
小
人
も
と
ど
め
て
お
く
こ
と
で
公
平
な
立
場
に
あ
ろ
う
な
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
香
草
と
臭
草
を
同
じ
器
に
盛
り
つ
け
る

な
ど
と
い
う
道
理
は
決
し
て
な
い
の
で
す
。
い
ま
名
称
と
実
質
、
是
と
非
が
ま
ぜ
こ
ぜ
に
な
っ
て
、
公
義
と
私
心
、
愛
と
憎

悪
の
区
別
が
定
ま
ら
ず
、
こ
れ
で
ど
う
し
て
正
し
い
風
俗
、
清
ら
か
な
刑
罰
が
望
め
ま
し
ょ
う
か
。
陛
下
が
賢
明
た
る
こ
と

を
察
見
し
、
そ
の
者
を
採
用
し
た
と
し
て
も
、
挙
動
に
い
さ
さ
か
で
も
偏
り
が
あ
れ
ば
、
そ
の
者
に
行
動
さ
せ
て
は
な
り
ま

せ
ん
。
君
主
と
臣
下
は
、
も
と
よ
り
一
心
同
体
で
あ
る
べ
き
な
の
に
、
ど
う
し
て
で
た
ら
め
な
讒
言
を
す
る
者
を
と
ど
め
て

お
い
て
、
内
心
び
く
び
く
と
し
な
が
ら
、
物
事
を
進
め
る
に
も
退
け
る
に
も
落
ち
着
か
な
い
で
お
ら
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

も
し
も
陛
下
が
名
実
、
是
非
の
あ
り
ど
こ
ろ
、
公
私
、
愛
悪
の
帰
着
す
る
と
こ
ろ
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
こ

れ
が
治
乱
安
危
の
分
か
れ
目
と
な
り
、
天
下
の
大
計
は
お
お
む
ね
定
ま
る
の
で
す
。
ま
た
風
俗
は
期
せ
ず
し
て
必
ず
正
し
く

な
り
、
刑
罰
は
期
せ
ず
し
て
必
ず
清
ら
か
な
も
の
と
な
り
ま
す
。
（
士
た
る
者
が
）
「
務
め
励
ん
で
純
粋
に
道
徳
を
稟
受
す

る
」
こ
と
、
（
民
衆
が
）
「
善
へ
と
移
り
罪
か
ら
遠
の
く
」
こ
と
な
ど
は
、
そ
の
細
目
に
過
ぎ
な
い
の
で
す
。

而
聖
策
又
曰
、「
節
儉
正
直
之
誼
興
行
於
庶
位
、
哀
矜
審
克
之
惠
周
浹
於
四
方
、
果
何
道
以
臻
此
。」
其
要
在
於
辨
名
實
是
非
之

（
１
）

（
２
）

ａ

所
在
、
公
私
愛
惡
之
所
歸
。
其
道
則
以
厚
處
其
身
、
而
未
嘗
以
薄
待
天
下
之
人
而
已
。
陛
下
三
載
一
策
多
士
、
宜
若
以
踵
故
事
也
、

（
３
）

宜
若
以
爲
文
具
也
、
草
茅
亦
以
故
事
視
之
、
以
文
具
應
之
、
過
此
一
節
、
則
異
時
高
爵
重
禄
、
陛
下
不
得
而
靳
之
矣
。
陛
下
圖
其

（
４
）

名
、
而
草
茅
取
其
實
、
此
豈
國
家
之
所
便
哉
。
正
人
心
以
立
國
本
、
活
民
命
以
壽
國
脈
、
二
帝
三
王
之
所
急
先
務
也
。
陛
下
用
以

（
５
）

（
６
）

策
士
、
則
既
不
鄙
夷
之
矣
、
於
其
末
又
復
策
臣
等
曰
、「
子
大
夫
待
問
久
矣
、
咸
造
在
廷
、
其
爲
朕
稽
古
今
之
宜
、
推
治
化
之
本
、

ｂ

ｃ

（
７
）
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凡
可
以
同
風
俗
、
清
刑
罰
、
成
泰
和
之
效
者
、
悉
意
而
條
陳
之
、
朕
將
親
覧
。
」
臣
有
以
見
陛
下
必
欲
正
人
心
、
全
民
命
、
以
盡

君
師
之
道
、
而
自
達
於
二
帝
三
王
之
治
而
後
已
。
顧
臣
何
人
、
豈
足
以
奉
大
對
。
臣
竊
觀
陛
下
以
厚
處
其
身
、
而
未
嘗
薄
待
天
下

之
人
、
既
得
正
人
心
、
全
民
命
之
本
矣
、
而
猶
欲
臣
稽
古
今
之
宜
、
推
治
化
之
本
。
夫
以
厚
處
身
之
道
、
豈
有
窮
哉
、
使
天
下
無

一
人
之
有
疑
焉
可
也
。

〔
校
異
〕

ａ
辨
…
集
成
本
・
金
華
本
、
「
辯
」
に
作
る
。

ｂ
又
…
和
刻
本
、
「
文
」
に
作
る
（
和
刻
本
の
頭
注
に
「
文
、
一
作
又
」
と

あ
る
）
。

ｃ
子
…
和
刻
本
、
「
士
」
に
作
る
。

〔
注
釈
〕

（
１
）
節
儉
正
直
之
誼
～
果
何
道
以
臻
此
…
殿
試
の
出
題
文
の
一
節
。
「
抄
訳
（
三
）
」
の
六
一
頁
以
下
を
参
照
。

（
２
）
審
克
…
刑
罰
の
判
定
の
た
め
に
、
事
実
を
細
か
に
調
べ
る
こ
と
。
「
審
核
」
に
同
じ
。
『
尚
書
』
呂
刑
に
「
五
過
之
疵
、

惟
官
、
惟
反
、
惟
内
、
惟
貨
、
惟
來
、
其
罪
惟
均
、
其
審
克
之
」
と
あ
り
、
孫
星
衍
『
尚
書
今
古
文
注
疏
』
に
は
、

「
「
克
」
與
「
核
」
声
相
近
。
…
…
或
今
文
「
克
」
作
「
核
」
也
」
（
十
三
経
清
人
注
疏
、
中
華
書
局
、
一
九
八
六
年
一

二
月
／
五
三
二
頁
）
と
あ
る
。

（
３
）
陛
下
三
載
一
策
多
士
…
官
吏
登
用
試
験
で
あ
る
科
挙
試
験
は
、
三
年
に
一
度
行
わ
れ
、
そ
の
最
終
試
験
で
あ
る
殿
試

は
、
皇
帝
自
ら
が
殿
中
に
て
行
う
も
の
で
あ
っ
た
。

（
４
）
草
茅
…
朝
廷
、
官
界
に
対
す
る
民
間
、
在
野
の
意
味
。
こ
こ
で
は
及
第
前
の
受
験
生
の
意
味
で
解
釈
し
た
。
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（
５
）
民
命
…
民
衆
の
生
命
。
「
抄
訳
（
三
）
」
の
六
九
頁
、
〔
注
釈
〕
（
５
）
を
参
照
。

（
６
）
二
帝
三
王
…
「
二
帝
」
は
、
唐
堯
と
虞
舜
。
「
三
王
」
は
夏
禹
、
殷
の
湯
王
、
及
び
周
の
武
王
、
あ
る
い
は
周
の
文
王

を
指
す
。

（
７
）
子
大
夫
待
問
久
矣
～
朕
將
親
覧
…
殿
試
の
出
題
文
の
一
節
。
「
抄
訳
（
三
）
」
の
六
一
頁
以
下
を
参
照
。

〔
通
釈
〕

ま
た
陛
下
の
御
下
問
に
は
、
「
清
廉
潔
白
の
美
徳
は
衆
官
を
教
化
し
、
民
へ
の
哀
れ
み
や
裁
判
で
よ
く
審
理
す
る
こ
と
の
恩

情
は
四
方
に
し
み
わ
た
る
、
と
い
う
状
態
に
、
一
体
ど
の
よ
う
に
し
て
至
ろ
う
か
」
と
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
の
要
点
は

名
実
、
是
非
の
あ
り
ど
こ
ろ
、
公
私
、
愛
悪
の
帰
着
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
す
。
ま
た
こ
れ
を
成
し
遂
げ
る
方
法
は
、
厚

く
そ
の
身
を
修
め
て
、
軽
々
し
く
天
下
の
人
材
を
求
め
る
よ
う
な
こ
と
は
し
な
い
と
い
う
だ
け
で
す
。
陛
下
は
三
年
に
一
度
、

多
く
の
人
士
た
ち
に
策
問
を
課
し
、
故
事
を
踏
ま
え
て
い
る
の
が
よ
ろ
し
い
、
文
章
が
整
っ
て
い
る
の
が
よ
ろ
し
い
と
お
考

え
に
な
り
、
ま
た
人
士
た
ち
も
故
事
に
注
目
し
、
文
章
を
整
え
る
こ
と
で
そ
れ
に
応
じ
、
こ
れ
を
乗
り
切
れ
ば
、
陛
下
は
高

位
高
禄
を
惜
し
み
な
く
与
え
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。
陛
下
は
（
文
章
の
技
巧
と
い
う
）
名
目
に
こ
だ
わ
り
、
人
士
た
ち
は

（
高
位
高
禄
と
い
う
）
実
質
を
得
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
が
ど
う
し
て
国
家
の
便
宜
を
図
る
こ
と
に
な
る
の
で
し
ょ
う
か
。
民

衆
の
心
を
正
し
て
、
国
家
の
基
礎
を
う
ち
立
て
て
、
民
衆
の
生
命
を
生
か
し
て
、
国
家
の
命
脈
を
長
ら
え
さ
せ
る
こ
と
は
、

二
帝
三
王
が
急
務
と
し
た
と
こ
ろ
で
す
。
陛
下
が
人
材
登
用
の
た
め
に
、
人
士
た
ち
に
策
問
を
課
す
に
あ
た
っ
て
、
ま
っ
た

く
こ
れ
ら
を
蔑
む
こ
と
な
く
、
最
終
段
階
（
で
あ
る
殿
試
の
会
場
）
に
お
い
て
士
人
た
ち
に
、
「
汝
ら
士
大
夫
は
下
問
を
待
っ
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て
す
で
に
久
し
い
。
み
な
至
っ
て
朝
廷
に
お
り
、
朕
が
古
今
の
道
義
を
考
え
、
統
治
教
化
の
根
本
を
推
し
量
る
た
め
に
、
風

俗
を
同
じ
く
し
て
、
刑
罰
を
清
明
に
し
、
太
平
を
も
た
ら
す
方
法
に
つ
い
て
、
思
う
こ
と
を
尽
く
し
て
逐
一
述
べ
よ
。
朕
は

自
ら
読
む
で
あ
ろ
う
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
私
め
は
、
陛
下
は
必
ず
人
心
を
正
し
て
、
民
の
生
命
を
保
全
し
、

君
主
の
道
と
教
化
す
る
者
と
し
て
の
道
を
尽
く
し
て
、
二
帝
三
王
ほ
ど
の
治
世
を
達
成
で
き
る
ま
で
は
止
め
な
い
も
の
だ
と

考
え
ま
す
。
果
た
し
て
私
は
、
い
か
な
る
人
物
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
か
、
対
策
を
十
分
に
奉
献
し
う
る
者
だ
と
い
え
ま
し
ょ

う
か
。
私
が
謹
ん
で
思
い
ま
す
に
、
（
陛
下
ご
自
身
が
）
厚
く
そ
の
身
を
修
め
て
、
軽
々
し
く
天
下
の
人
材
を
求
め
る
よ
う
な

こ
と
を
せ
ず
、
す
で
に
人
心
を
正
し
て
、
民
衆
の
生
命
を
保
全
す
る
根
本
を
得
て
か
ら
、
人
士
た
ち
に
古
今
の
事
宜
を
考
え

さ
せ
、
治
国
教
化
の
根
本
を
推
し
量
ら
せ
る
よ
う
に
な
さ
る
こ
と
で
す
。
い
っ
た
い
（
陛
下
ご
自
身
が
）
厚
く
己
が
身
を
修

め
る
こ
と
に
、
十
分
だ
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
天
下
に
一
人
と
し
て
疑
う
者
が
い
な
く
な
っ
て
、
よ
う
や
く
よ

ろ
し
い
の
で
す
。

陛
下
之
聖
孝
、
雖
曾
閔
不
過
、
而
定
省
之
小
奪
於
事
、
則
人
得
以
疑
之
矣
。
陛
下
之
即
日
如
故
、
而
疑
者
不
愧
其
望
陛
下

（
１
）

（
２
）

之
以
厚
自
處
爲
無
已
也
。
陛
下
之
英
斷
自
天
、
不
借
左
右
以
辭
色
、
而
廢
置
予
奪
之
不
常
、
則
人
得
而
疑
之
矣
。
陛
下
之
終

ａ

無
所
假
、
而
疑
者
亦
不
愧
其
望
陛
下
之
以
厚
自
處
爲
無
已
也
。
雲
上
於
天
、
需
、
君
子
以
飲
食
宴
樂
。
而
九
五
之
需
于
飲
食

（
３
）

（
４
）

ｂ

者
、
待
時
以
有
爲
、
當
於
此
乎
需
也
、
豈
以
陛
下
之
聖
明
而
有
樂
乎
此
哉
、
然
而
人
心
不
能
無
疑
也
。
明
兩
作
離
、
大
人
以

ｃ

（
５
）

繼
明
照
四
方
。
而
六
五
之
出
涕
沱
若
、
戚
嗟
若
。
兩
明
相
照
、
撫
心
自
失
、
而
不
敢
以
敵
體
也
。
豈
以
陛
下
之
英
武
而
肯
鬱

ｄ

（
６
）

ｅ

（
７
）
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鬱
於
此
哉
、
然
而
人
心
不
能
無
疑
也
。
臣
願
聖
孝
日
加
於
一
日
、
英
斷
事
踰
於
一
事
、
奮
精
明
於
宴
安
之
間
、
起
心
志
於
謙

ｆ

抑
之
際
、
使
天
下
無
一
人
之
有
疑
、
而
陛
下
終
爲
壽
皇
繼
志
而
述
事
。
則
古
今
之
宜
、
莫
便
於
此
。
治
化
之
本
、
莫
越
於
此
。

（
８
）

同
風
俗
以
正
人
心
、
清
刑
罰
而
全
民
命
、
而
明
效
大
驗
、
可
以
爲
萬
世
無
窮
之
法
、
其
本
則
止
於
厚
處
其
身
而
已
。
詩
不
云

（
９
）

ｇ

乎
、
維
天
之
命
、
於
穆
不
已
、
文
王
之
德
之
純
。
而
子
思
亦
曰
、
純
亦
不
已
。
夫
以
厚
處
其
身
、
豈
有
窮
哉
。
臣
昧
死
謹
上

（
１
０
）

（
１
１
）

愚
對
。

〔
校
異
〕

ａ
常
…
集
成
本
・
金
華
本
、
「
當
」
に
作
る
。

ｂ
于
…
四
庫
本
、
「
於
」
に
作
る
。

ｃ
乎
…
四
庫
本
・
集
成
本
・
金
華
本
、

「
於
」
に
作
る
。

ｄ
四
方
…
四
庫
本
、
「
於
四
方
」
に
作
る
。

ｅ
失
…
四
庫
本
、
「
矢
」
に
作
る
。

ｆ
宴
…
四
庫
本
、

「
晏
」
に
作
る
。

ｇ
而
…
四
庫
本
・
集
成
本
・
金
華
本
・
和
刻
本
、
「
以
」
に
作
る
。

〔
注
釈
〕

（
１
）
曾
閔
…
曾
参
と
閔
損
（
子
騫
）
を
指
す
。
曾
参
は
、
古
来
至
孝
の
人
物
と
さ
れ
、
と
き
に
『
孝
経
』
の
作
者
と
し
て

も
伝
え
ら
れ
て
き
た
。
閔
損
は
、
『
論
語
』
先
進
に
「
子
曰
、
孝
哉
閔
子
騫
。
人
不
間
於
其
父
母
昆
弟
之
言
」
と
あ
る
よ

う
に
、
そ
の
孝
た
る
さ
ま
が
孔
子
に
も
評
価
さ
れ
て
い
た
。

（
２
）
定
省
…
子
が
親
に
対
し
て
、
夜
は
そ
の
寝
具
を
整
え
、
朝
は
そ
の
安
否
を
尋
ね
る
こ
と
。
「
昏
定
晨
省
」
と
も
い
い
、

親
に
孝
養
を
尽
く
す
こ
と
を
い
う
。
『
礼
記
』
曲
礼
上
に
「
凡
爲
人
子
之
禮
、
冬
温
而
夏
清
、
昏
定
而
晨
省
、
在
醜
夷
不

爭
」
と
あ
る
。
な
お
こ
の
殿
試
が
行
わ
れ
て
い
た
頃
、
光
宗
は
孝
宗
に
朝
勤
し
て
孝
養
を
尽
く
そ
う
と
せ
ず
、
群
臣
が
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そ
の
こ
と
を
諫
め
て
も
聞
き
入
れ
ら
れ
ず
、
物
議
を
醸
し
て
い
た
が
、
こ
れ
に
対
し
て
陳
亮
は
光
宗
の
態
度
を
諫
め
ず
、

か
え
っ
て
孝
宗
に
対
し
て
既
に
十
分
孝
行
を
尽
く
し
て
い
る
と
肯
定
し
た
。
以
上
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
「
抄
訳

（
三
）
」
七
二
頁
、
〔
注
釈
〕
（
５
）
で
触
れ
た
。
ま
た
福
谷
彬
『
南
宋
道
学
の
展
開
』
（
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、
二
〇

一
九
年
三
月
）
、
第
三
章
「
陳
亮
の
「
事
功
思
想
」
と
孟
子
解
釈
」
（
一
五
〇
～
一
五
一
頁
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
３
）
雲
上
於
天
～
君
子
以
飲
食
宴
樂
…
『
周
易
』
需
卦
・
象
伝
に
「
雲
上
於
天
、
需
。
君
子
以
飲
食
宴
樂
」
と
あ
る
。

（
４
）
九
五
之
需
于
飲
食
…
『
周
易
』
需
卦
・
九
五
に
「
需
于
酒
食
、
貞
吉
」
と
あ
る
。
需
卦
（
☵
☰
）
の
第
五
爻
（
九

五
）
は
陽
爻
で
、
そ
の
上
下
の
陰
爻
（
上
六
、
六
四
）
に
挟
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
君
主
の
権
力
（
『
周
易
』
で
は
、
第

五
爻
は
天
子
の
位
を
象
徴
す
る
）
が
強
く
、
そ
の
一
方
で
臣
下
の
発
言
力
が
抑
え
ら
れ
て
い
る
、
陳
亮
に
と
っ
て
の
本

来
あ
る
べ
き
君
臣
関
係
が
解
か
れ
て
い
る
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

（
５
）
明
兩
作
離
、
大
人
以
繼
明
照
四
方
…
『
周
易
』
離
卦
・
象
伝
に
「
明
兩
作
、
離
。
大
人
以
繼
明
照
于
四
方
」
と
あ
る
。

（
６
）
六
五
之
出
涕
沱
若
、
戚
嗟
若
…
『
周
易
』
離
卦
・
六
五
に
「
出
涕
沱
若
、
戚
嗟
若
、
吉
」
と
あ
る
。
離
卦
（
☲
☲
）

の
第
五
爻
（
六
五
）
は
陰
爻
で
、
そ
の
上
下
の
陽
爻
（
上
九
、
九
四
）
に
挟
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
君
主
の
権
力
（
『
周

易
』
で
は
、
第
五
爻
は
天
子
の
位
を
象
徴
す
る
）
が
弱
く
、
臣
下
が
権
力
を
振
る
う
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、
君
権
が

弱
体
化
し
、
臣
下
が
発
言
力
を
得
て
い
る
当
時
の
状
況
を
説
明
し
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
福
谷
前
掲
書
（
一
五
一

～
一
五
二
頁
）
を
参
照
。

（
７
）
敵
體
…
地
位
が
対
等
で
あ
り
、
上
下
尊
卑
の
別
が
な
い
こ
と
。
『
白
虎
通
』
王
者
不
臣
に
「
諸
父
諸
兄
（
伯
叔
父
や
従
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兄
弟
）
不
名
（
実
名
で
呼
ぶ
こ
と
を
避
け
る
）
。
諸
父
諸
兄
者
親
、
與
己
父
兄
有
敵
體
之
義
也
」
（
『
白
虎
通
疏
證
』
、
新

編
諸
子
集
成
、
中
華
書
局
、
一
九
九
四
年
八
月
／
上
・
三
二
六
頁
）
と
あ
る
。

（
８
）
壽
皇
…
南
宋
第
二
代
皇
帝
の
孝
宗
を
指
す
。
光
宗
の
父
に
あ
た
る
。

（
９
）
同
風
俗
以
正
人
心
、
清
刑
罰
而
全
民
命
…
殿
試
の
出
題
文
に
は
、
「
凡
可
以
同
風
俗
、
清
刑
罰
、
成
泰
和
之
效
者
、
悉

意
而
條
陳
之
（
風
俗
を
同
じ
く
し
て
、
刑
罰
を
清
明
に
し
、
太
平
を
も
た
ら
す
方
法
に
つ
い
て
、
思
う
こ
と
を
尽
く
し

て
逐
一
述
べ
よ
）
」
と
あ
る
。
「
抄
訳
（
三
）
」
の
六
二
頁
以
下
を
参
照
。

（

）
維
天
之
命
～
文
王
之
德
之
純
…
『
毛
詩
』
周
頌
・
維
天
之
命
に
「
維
天
之
命
、
於
穆
不
已
。
於
乎
不
顧
、
文
王
之
德

10
之
純
」
と
あ
る
。

（

）
子
思
亦
曰
、
純
亦
不
已
…
『
中
庸
』
に
、
「
詩
云
、
維
天
之
命
、
於
穆
不
已
。
蓋
曰
天
之
所
以
爲
天
也
。
於
乎
不
顧
、

11
文
王
之
德
之
純
。
蓋
曰
文
王
之
所
以
爲
文
也
、
純
亦
不
已
」
と
あ
る
。

〔
通
釈
〕

陛
下
の
偉
大
な
る
孝
心
は
、
（
孝
行
で
知
ら
れ
る
）
曾
参
や
閔
損
も
及
ば
な
い
も
の
で
は
あ
り
ま
す
が
、
（
先
帝
孝
宗
へ

の
）
定
省
（
夜
に
は
寝
具
を
整
え
、
朝
に
は
安
否
を
尋
ね
る
こ
と
）
に
か
か
ず
ら
わ
っ
て
、
い
さ
さ
か
政
務
に
差
し
さ
わ
り

が
あ
る
よ
う
で
し
た
ら
、
人
は
疑
い
の
目
を
向
け
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
陛
下
が
そ
の
日
の
う
ち
に
、
元
ど
お
り
に
（
定
省
に

か
か
ず
ら
わ
る
こ
と
な
く
）
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
、
そ
れ
に
疑
い
の
目
を
向
け
る
者
は
、
恥
ず
か
し
げ
も
な
く
、
陛
下
が
厚

く
そ
の
身
を
修
め
て
や
ま
な
い
と
受
け
入
れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
陛
下
は
天
に
も
と
づ
き
英
断
を
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
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て
、
臣
下
た
ち
の
こ
と
ば
や
態
度
を
窺
っ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
お
か
し
な
ご
判
断
を
な
さ
れ
ま
す
と
、
人
は
疑

い
の
目
を
向
け
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
陛
下
が
最
終
的
に
は
（
定
省
に
つ
と
め
る
べ
き
と
い
う
臣
下
た
ち
の
意
見
に
）
惑
わ
さ

れ
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
そ
れ
に
疑
い
の
目
を
向
け
る
者
は
、
恥
ず
か
し
げ
も
な
く
、
陛
下
が
厚
く
そ
の
身
を
修
め
て
や
ま

な
い
と
受
け
入
れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
（
『
周
易
』
需
卦
・
象
伝
に
）
「
雲
、
天
に
上
る
は
、
需
な
り
。
君
子
以
て
飲
食
宴
楽
す

（
雲
が
天
高
く
上
が
り
慈
雨
が
降
る
の
を
待
っ
て
い
る
こ
と
が
、
需
で
あ
る
。
君
子
は
飲
食
し
宴
楽
す
る
こ
と
で
慈
雨
を
待

つ
）
」
と
あ
り
ま
す
。
ま
た
そ
の
九
五
の
象
辞
に
は
、
「
酒
食
を
需
つ
（
飲
食
す
る
こ
と
で
待
つ
）
」
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は

時
宜
を
待
っ
て
行
動
す
る
の
が
、
ま
さ
に
「
需
（
待
つ
）
」
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
ど
う
し
て
陛
下
の
偉
大
な
る
聡
明
さ

（
を
待
つ
の
）
が
、
楽
し
む
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
で
は
人
の
心
に
疑
い
が
な
い
わ
け
に
は
い
き
ま
せ

ん
。
（
『
周
易
』
離
卦
・
象
伝
に
）
「
明
兩
た
び
作
る
は
離
な
り
。
大
人
以
て
明
を
継
ぎ
四
方
を
照
ら
す
（
明
徳
の
君
子
が
並
び

立
つ
こ
と
が
、
離
で
あ
る
。
大
人
が
明
徳
の
人
を
後
継
し
て
、
四
方
に
君
臨
す
る
）
」
と
あ
り
ま
す
。
ま
た
そ
の
六
五
の
象
辞

に
は
、
「
涕
を
出
す
こ
と
沱
若
た
り
、
戚
い
て
嗟
若
た
り
（
雨
が
降
る
よ
う
に
涙
を
流
し
、
た
め
息
を
つ
い
て
憂
う
）
」
と
あ

り
ま
す
が
、
こ
れ
は
（
陛
下
と
先
帝
孝
宗
と
い
う
）
二
人
の
明
徳
の
君
子
が
君
臨
な
さ
れ
て
い
る
の
に
、
（
陛
下
は
）
茫
然
自

失
と
し
て
、
進
ん
で
（
先
帝
孝
宗
に
）
並
び
立
つ
こ
と
を
な
さ
り
ま
せ
ん
。
ど
う
し
て
陛
下
の
偉
大
な
る
武
勇
を
も
っ
て
し

て
、
鬱
々
と
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
こ
れ
で
は
人
の
心
に
疑
い
が
な
い
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
。
私
め
が
願
い
ま

す
に
は
、
陛
下
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
偉
大
な
る
孝
心
を
日
ご
と
に
進
め
、
事
ご
と
に
英
断
を
し
て
い
き
、
安
楽
の
と
き
に

は
精
明
の
心
を
奮
い
、
謙
遜
す
る
と
き
に
は
心
志
を
起
こ
し
、
天
下
に
一
人
と
し
て
疑
う
も
の
が
い
な
い
よ
う
に
な
さ
れ
ま
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す
こ
と
を
。
そ
う
す
れ
ば
陛
下
は
、
先
帝
孝
宗
の
た
め
に
志
を
継
承
し
て
、
事
業
を
祖
述
し
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
古
今
の

道
義
を
考
え
る
こ
と
に
、
こ
れ
よ
り
便
益
な
も
の
は
な
く
、
統
治
教
化
の
根
本
で
、
こ
れ
を
越
え
る
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
。

風
俗
を
同
じ
く
し
て
人
心
を
正
し
、
刑
罰
を
清
明
に
し
て
民
衆
の
生
命
を
保
全
す
る
に
は
、
大
き
く
明
ら
か
な
効
果
が
あ
り
、

万
世
無
窮
の
方
法
で
あ
る
と
い
え
ま
す
が
、
そ
の
根
本
に
あ
る
の
は
、
厚
く
己
が
身
を
修
め
る
の
み
で
す
。
『
毛
詩
』
（
周

頌
・
維
天
之
命
）
に
「
惟
れ
天
の
命
、
於
穆
と
し
て
已
ま
ず
。
文
王
の
至
純
の
徳
（
天
の
命
は
、
あ
あ
深
遠
で
や
む
こ
と
が

な
い
。
文
王
の
徳
の
純
一
た
る
や
）
」
と
あ
り
、
ま
た
子
思
は
（
『
中
庸
』
で
、
こ
れ
に
対
し
て
）
「
純
も
亦
た
已
ま
ず
（
純
一

た
る
こ
と
も
や
む
こ
と
が
な
い
）
」
と
い
い
ま
し
た
。
い
っ
た
い
厚
く
己
が
身
を
修
め
る
こ
と
に
、
終
わ
り
が
あ
り
ま
し
ょ
う

か
。
私
め
は
蒙
昧
無
知
で
は
ご
ざ
い
ま
す
が
、
謹
ん
で
こ
の
く
だ
ら
ぬ
対
策
を
奉
献
い
た
し
ま
す
。

三

む
す
び

本
稿
で
は
、
前
号
「
『
陳
亮
集
・
増
訂
本
』
抄
訳
（
三
）

―
「
廷
對
」
訳
注
（
１
）
」
に
引
き
続
き
、
陳
亮
の
「
廷
對
」
の

訳
注
を
進
め
た
。
「
廷
對
」
と
は
、
科
挙
の
最
終
関
門
で
皇
帝
が
直
接
受
験
者
に
対
し
て
行
う
面
接
試
験
に
お
い
て
、
南
宋
第

三
代
皇
帝
・
光
宗
と
陳
亮
の
間
で
交
わ
さ
れ
た
問
答
で
あ
る
。
陳
亮
の
こ
の
試
験
で
、
状
元
及
第
、
つ
ま
り
首
席
合
格
を
果

た
し
て
お
り
、
そ
の
こ
と
か
ら
、
そ
の
内
容
が
大
い
に
皇
帝
の
琴
線
に
触
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
そ

の
内
容
は
、
当
時
の
政
治
的
背
景
を
踏
ま
え
て
見
な
く
て
は
理
解
し
に
く
い
点
を
含
ん
で
い
る
。
「
む
す
び
」
に
か
え
て
、
今
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回
訳
注
し
た
部
分
に
関
し
て
陳
亮
の
「
廷
對
」
の
内
容
上
の
特
徴
を
二
点
指
摘
し
つ
つ
、
そ
の
政
治
的
背
景
に
つ
い
て
も
考

察
し
た
い
。

ま
ず
一
点
目
は
、
前
号
で
も
指
摘
し
た
点
で
あ
る
が
、
陳
亮
の
光
宗
に
対
す
る
迎
合
的
な
姿
勢
で
あ
る
。
陳
亮
は
こ
の

「
廷
對
」
の
中
で
、
光
宗
の
、
実
父
で
上
皇
の
孝
宗
に
対
す
る
孝
心
の
深
さ
を
、
曾
参
や
閔
損
に
す
ら
優
る
と
賞
賛
す
る
。

本
稿
の
注
釈
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、
こ
の
評
価
は
、
当
時
の
多
く
の
士
大
夫
の
認
識
と
は
真
逆
の
も
の
だ
っ
た
。
当
時
、
光

宗
は
孝
宗
に
対
し
、
規
定
の
朝
勤
を
行
お
う
と
せ
ず
、
十
分
に
孝
養
を
果
た
し
て
い
る
と
は
言
え
ず
、
臣
下
は
そ
の
こ
と
で

光
宗
に
対
し
て
何
度
も
諫
言
し
た
が
、
聞
き
入
れ
ら
れ
ず
、
物
議
を
醸
し
て
い
た
。
余
英
時
『
朱
熹
的
歴
史
世
界
―
宋
代
士

大
夫
政
治
文
化
的
研
究
』
（
二
○
○
四
年
八
月
、
三
聯
書
店
）
に
拠
れ
ば
、
光
宗
が
孝
宗
に
対
し
て
深
い
猜
疑
心
を
持
っ
て
い

た
こ
と
が
、
こ
う
し
た
態
度
の
背
景
に
あ
り
、
ま
た
そ
の
猜
疑
心
は
、
光
宗
が
皇
太
子
時
代
に
孝
宗
に
廃
位
さ
れ
か
け
た
経

験
に
由
来
す
る
と
さ
れ
、
光
宗
即
位
後
も
政
治
に
影
響
力
を
残
す
孝
宗
に
対
し
て
、
光
宗
は
恐
怖
心
を
持
っ
て
い
た
よ
う
で

あ
る
。

そ
う
し
た
状
況
の
中
、
光
宗
は
群
臣
か
ら
諌
言
を
受
け
る
状
況
に
あ
っ
た
の
に
対
し
、
陳
亮
は
逆
に
、
光
宗
は
す
で
に
十

分
に
孝
心
を
持
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
臣
下
の
無
駄
な
心
配
に
配
慮
し
て
、
態
度
を
改
め
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
れ
ば
、
そ
の

方
が
か
え
っ
て
臣
下
に
い
ら
ぬ
疑
念
を
生
ん
で
し
ま
う
、
と
説
く
の
で
あ
る
。
臣
下
の
諫
言
に
逆
ら
っ
て
で
も
、
孝
宗
と
距

離
を
取
る
こ
と
を
望
ん
で
い
た
光
宗
に
と
っ
て
、
こ
の
主
張
が
好
都
合
だ
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

陳
亮
と
論
敵
関
係
に
あ
っ
た
朱
熹
が
、
こ
の
陳
亮
の
「
廷
對
」
に
触
れ
つ
つ
、
深
い
失
望
の
念
を
表
し
た
（
『
朱
文
公
文
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集
』
巻
四
八
、
「
答
呂
子
約
」
三
六
に
「
以
近
日
都
人
觀
美
、
出
涕
沱
若
之
章
觀
之
、
亦
可
見
其
流
弊
之
所
極
矣
（
『
朱
子
全

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

書
』
、
上
海
古
籍
出
版
社
・
安
徽
教
育
出
版
社
、
二
〇
〇
二
年
一
二
月
／
二
二
・
二
二
一
四
頁
）
と
あ
る
）
の
は
、
皇
帝
の
姿

勢
を
正
す
ど
こ
ろ
か
、
迎
合
し
て
賞
賛
す
る
陳
亮
の
「
廷
對
」
が
、
皇
帝
を
取
り
巻
く
悪
い
状
況
に
何
ら
益
す
る
と
こ
ろ
が

な
く
、
助
長
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

以
上
が
本
訳
注
稿
の
内
容
か
ら
指
摘
で
き
る
点
の
第
一
点
で
あ
る
が
、
第
二
点
は
、
陳
亮
の
「
廷
對
」
中
の
経
書
に
基
づ

く
言
葉
に
お
け
る
蘇
軾
の
注
釈
の
影
響
で
あ
る
。
本
稿
が
今
回
訳
注
し
た
部
分
に
は
、
蘇
軾
の
経
書
注
釈
で
、
朱
熹
か
ら
も

例
外
的
に
高
い
評
価
を
受
け
た
『
東
坡
書
傳
』
か
ら
の
影
響
を
う
か
が
わ
せ
る
記
述
が
あ
っ
た
た
め
、
そ
の
点
に
つ
い
て
も

触
れ
て
お
き
た
い
。
『
尚
書
』
の
本
文
、
偽
孔
傳
・
正
義
、
そ
れ
か
ら
蘇
軾
の
『
東
坡
書
傳
』
、
そ
し
て
朱
熹
の
門
人
の
蔡
沈

『
書
集
傳
』
の
解
釈
、
陳
亮
の
廷
對
本
文
を
順
に
並
べ
て
、
表
で
示
せ
ば
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

『
尚
書
』
本
文

僞
孔
傳
・
正
義

蘇
軾
『
東
坡
書
傳
』

蔡
沈
『
書
集
傳
』

陳
亮
・
廷
對
本
文

①
『
尚
書
』
舜
典

（
僞
孔
傳
）
言
我
疾
讒
説
絶

殄
、
絶
也
。
絶
行
猶
獨

殄
行
者
、
謂
傷
絶
善
人

説
之
橫
入
於
人
心
者
、
謂
之

「
帝
曰
、
龍
、
朕

君
子
之
行
、
動
驚
我
衆
、
欲

行
之
不
可
繼
者
也
。
惟

之
事
也
。

讒
説
。
行
之
高
出
於
人
心

堲
讒
説
殄
行
、
震

遏
絶
之
。
（
正
義
）
帝
呼
龍

讒
説
獨
行
爲
能
動
衆
。

者
、
謂
之
殄
行
。
人
心
之

驚
朕
師
。
」

曰
、
龍
、
我
憎
疾
人
爲
讒
佞

危
、
説
有
以
橫
入
之
、
則
受

之
説
、
絶
君
子
之
行
、
而
動

矣
。
行
有
以
高
出
之
、
則
伏
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驚
我
衆
人
、
欲
遏
之
。

矣
。

②
『
尚
書
』
大
禹

（
正
義
）
因
戒
以
爲
君
之

人
心
、
衆
人
之
心
也
。

心
者
人
之
知
覺
、
主
於

行
之
高
出
於
人
心
者
、
謂
之

謨
「
人
心
惟
危
、

法
、
民
心
惟
甚
危
險
、
道
心

喜
怒
哀
樂
之
類
是
也
。

中
而
應
於
外
者
也
。
指

殄
行
。
人
心
之
危
、
説
有
以

道
心
惟
微
、
惟
精

惟
甚
幽
微
。
危
則
難
安
、
微

道
心
、
本
心
也
。
能
生

其
發
於
形
氣
者
而
言
、

橫
入
之
、
則
受
矣
。
行
有
以

惟

一

、

允

執

厥

則
難
明
、
汝
當
精
心
、
惟
當

喜
怒
哀
樂
者
也
。

則
謂
之
人
心
。
指
其
發

高
出
之
、
則
伏
矣
。
…
願
陛

中
。
」

一
意
、
信
執
其
中
正
之
道
、

於
義
理
者
而
言
、
則
謂

下
畏
郷
原
甚
於
堯
舜
之
畏
䜛

乃
得
人
安
而
道
明
耳
。

之
道
心
。
人
心
易
私
而

説
殄
行
、
則
人
心
之
正
有
日

難
公
故
危
。
道
心
難
明

矣
。

而
易
昧
故
微
。

③
『
尚
書
』
舜
典

（
正
義
）
納
言
之
官
。
從
早

納
言
之
官
、
聽
下
言
納

納
言
官
名
、
命
令
政
教

故
必
有
納
言
之
官
、
使
王
命

「
帝
曰
…
命
汝
作

至
夜
出
納
我
之
教
命
、
惟
以

於
上
、
受
上
言
宣
於

必
使
審
之
、
既
允
而
後

民
言
交
出
迭
入
、
而
得
以
同

納
言
、
夙
夜
出
納

誠
信
。
毎
事
皆
信
則
讒
言
自

下
、
樞
機
之
官
、
故
能

出
、
則
讒
説
不
得
行
、

歸
於
道
、
而
天
下
之
學
一

朕
命
、
惟
允
」

絶
、
命
龍
使
勉
之
。

爲
天
下
言
行
之
帥
。

而
矯
僞
無
所
託
矣
。

矣
。

ま
ず
①
は
、
『
尚
書
』
舜
典
「
殄
行
」
の
解
釈
に
つ
い
て
で
あ
る
。
僞
孔
傳
・
正
義
や
蔡
沈
『
書
集
傳
』
は
、
「
殄
」
を

「
絶
」
と
訓
詁
し
、
君
子
の
行
い
を
絶
つ
こ
と
と
解
釈
す
る
。
他
方
、
『
東
坡
書
傳
』
で
は
、
耳
目
を
引
き
つ
け
る
人
並
み
外
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れ
た
行
い
と
い
う
方
向
で
解
釈
し
、
『
尚
書
』
の
文
脈
で
言
え
ば
「
讒
説
」
（
＝
讒
言
）
と
同
様
に
人
心
を
惑
わ
す
こ
と
と
す

る
。
陳
亮
「
廷
對
」
の
「
殄
行
」
の
意
は
蘇
軾
の
『
東
坡
書
傳
』
に
近
い
と
考
え
ら
れ
る
。

続
い
て
②
の
『
尚
書
』
大
禹
謨
「
人
心
惟
危
、
道
心
惟
微
」
の
「
人
心
」
に
つ
い
て
は
、
古
注
は
「
民
衆
の
心
」
と
解
釈

す
る
の
に
対
し
、
『
東
坡
書
傳
』
と
『
書
集
傳
』
は
、
い
ず
れ
も
君
主
の
心
の
う
ち
の
、
必
ず
し
も
道
理
と
は
合
致
し
な
い
衆

人
と
同
様
の
感
情
の
部
分
を
指
す
と
解
釈
し
て
い
る
。
宋
代
の
注
釈
が
『
尚
書
』
大
禹
謨
の
「
人
心
」
の
語
に
、
君
主
自
身

の
心
を
含
め
て
解
釈
す
る
の
は
、
朱
熹
が
こ
の
語
か
ら
始
ま
る
大
禹
謨
の
十
六
字
を
、
「
千
聖
相
傳
心
法
」
と
位
置
付
け
て
そ

の
意
義
を
特
筆
大
書
し
た
こ
と
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
君
主
に
倫
理
的
、
道
徳
的
修
養
を
強
く
求
め
て
自
己
革
新
を
迫
る

方
向
性
を
内
包
し
て
の
こ
と
で
あ
る
。
陳
亮
の
「
廷
對
」
の
内
容
が
、
一
貫
し
て
「
人
心
」
を
古
注
の
方
向
で
解
釈
す
る
こ

と
に
は
、
そ
う
し
た
宋
代
的
な
傾
向
と
む
し
ろ
異
な
っ
て
い
る
と
言
え
る
。
君
主
は
「
既
に
十
分
に
」
自
己
革
新
し
て
い
る

と
考
え
、
革
新
す
る
対
象
を
「
民
衆
」
に
限
定
し
て
解
釈
し
よ
う
と
す
る
陳
亮
の
姿
勢
が
見
え
る
よ
う
に
思
う
。

そ
れ
か
ら
、
③
の
『
尚
書
』
舜
典
「
納
言
」
に
つ
い
て
は
、
『
東
坡
書
傳
』
以
外
の
注
は
、
い
ず
れ
も
王
命
を
受
け
、
そ
れ

を
民
衆
に
発
す
る
官
職
と
理
解
す
る
の
に
対
し
、
『
東
坡
書
傳
』
で
は
下
言
を
上
に
納
め
、
上
言
を
下
に
発
す
る
官
職
で
あ
る

と
解
釈
す
る
。
陳
亮
「
廷
對
」
は
、
王
命
と
民
言
と
を
往
来
さ
せ
て
「
道
」
に
帰
着
さ
せ
る
官
職
と
し
て
い
る
の
は
、
『
東
坡

書
傳
』
の
解
釈
の
方
向
性
を
引
き
継
い
で
い
る
と
言
え
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
陳
亮
「
廷
對
」
中
に
現
れ
る
『
尚
書
』
の
言
葉
に
は
、
蘇
軾
の
注
釈
を
踏
ま
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る

箇
所
が
あ
る
一
方
で
、
古
注
に
従
う
箇
所
も
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
古
注
に
従
う
箇
所
は
、
陳
亮
の
皇
帝
に
対
す
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る
迎
合
的
な
姿
勢
と
矛
盾
す
る
可
能
性
を
含
む
部
分
で
あ
る
。
本
稿
で
取
り
上
げ
た
の
は
、
部
分
的
な
指
摘
に
留
ま
る
が
、

陳
亮
は
蘇
軾
の
注
釈
を
使
用
し
つ
つ
、
自
身
の
主
張
に
か
み
合
う
よ
う
に
、
巧
み
に
先
行
の
注
釈
の
内
容
を
取
捨
し
て
い
る

可
能
性
を
う
か
が
わ
せ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

最
後
に
南
宋
に
お
け
る
蘇
軾
評
価
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。
後
世
、
蘇
軾
は
宋
を
代
表
す
る
文
人
と
し
て
尊
崇
さ
れ

る
が
、
新
法
党
が
力
を
持
っ
て
い
た
北
宋
後
期
に
は
、
旧
法
党
の
一
員
で
あ
っ
た
蘇
軾
の
書
物
は
禁
書
扱
い
で
あ
り
、
表
立

っ
て
世
に
行
わ
れ
る
こ
と
は
ま
れ
だ
っ
た
。
南
宋
に
至
る
と
状
況
は
一
変
し
、
高
宗
の
建
炎
二
年
（
一
一
二
八
）
五
月
に
は
、

高
宗
は
詔
し
て
蘇
軾
を
端
明
殿
学
士
に
追
贈
し
、
孝
宗
の
紹
興
元
年
（
一
一
三
一
）
八
月
に
は
更
に
資
政
殿
学
士
を
追
贈
し
、

蘇
軾
に
対
す
る
名
誉
回
復
を
行
っ
て
い
る
。
更
に
孝
宗
の
乾
道
六
年
（
一
一
七
〇
）
九
月
に
は
、
蘇
軾
に
「
文
忠
」
と
諡
し
、

乾
道
九
年
（
一
一
七
三
）
閏
正
月
に
は
孝
宗
は
御
撰
の
「
蘇
軾
文
集
賛
并
序
」
を
記
し
、
更
に
翌
二
月
に
は
孝
宗
自
ら
が

「
蘇
軾
贈
太
師
制
」
を
作
り
、
蘇
軾
を
「
太
師
」
へ
と
追
贈
し
た
上
、
「
玉
振
而
金
聲
」
の
聖
人
に
比
す
る
ま
で
に
至
っ
て
お

り
、
こ
こ
に
宋
代
に
お
け
る
蘇
軾
熱
は
頂
点
に
達
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

一
体
、
孝
宗
統
治
下
の
乾
道
、
淳
熙
年
間
は
、
朱
熹
の
盟
友
で
浙
学
の
領
袖
だ
っ
た
呂
祖
謙
が
科
挙
の
試
験
官
だ
っ
た
影

響
で
、
道
学
勢
力
の
朝
廷
進
出
が
進
ん
だ
時
期
と
言
わ
れ
る
。
し
か
し
、
詳
細
に
見
て
い
け
ば
、
道
学
だ
け
で
は
な
く
、
蘇

軾
を
代
表
と
す
る
蜀
学
の
再
評
価
も
進
ん
で
お
り
、
旧
法
党
系
の
学
問
全
体
の
再
評
価
が
進
ん
だ
時
期
と
い
う
こ
と
に
な
ろ

う
。こ

こ
で
、
北
宋
の
状
況
を
振
り
返
れ
ば
、
旧
法
党
が
実
権
を
握
っ
た
北
宋
の
哲
宗
の
元
祐
年
間
に
は
、
洛
陽
の
程
頤
と
蜀
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の
蘇
軾
の
間
に
は
、
洛
蜀
党
議
と
呼
ば
れ
る
政
治
党
争
が
起
こ
っ
た
。
両
者
の
思
想
的
相
違
、
価
値
観
の
隔
た
り
が
背
景
に

あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
以
来
、
道
学
の
蜀
学
の
思
想
的
対
立
を
当
然
視
す
る
見
方
が
存
在
し
た
。
南
宋
の
朱
熹
も
「
雜
學

辨
」
な
ど
の
著
述
で
蘇
軾
を
始
め
と
す
る
蜀
学
に
対
し
て
強
い
拒
否
感
を
示
し
て
い
た
。
も
っ
と
も
、
そ
う
し
た
姿
勢
は
当

時
の
道
学
系
士
大
夫
の
中
で
も
必
ず
し
も
、
一
般
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
同
時
代
的
に
は
、
呂
祖
謙
が
そ

う
だ
っ
た
よ
う
に
、
皇
帝
の
蘇
軾
趣
味
の
影
響
も
あ
っ
て
か
、
道
学
系
統
の
士
大
夫
で
あ
っ
て
も
、
蘇
軾
の
学
問
を
学
ぼ
う

と
す
る
風
潮
は
強
か
っ
た
。
道
学
系
士
大
夫
で
あ
る
陳
亮
の
「
廷
對
」
の
言
葉
に
、
蜀
学
の
蘇
軾
の
解
釈
を
踏
ま
え
る
点
が

あ
る
の
は
、
当
時
の
南
宋
の
思
想
界
で
、
道
学
が
思
想
的
影
響
力
を
強
め
つ
つ
も
、
道
学
と
蜀
学
と
の
思
想
的
相
違
を
そ
れ

ほ
ど
深
刻
に
捉
え
な
い
立
場
が
存
在
し
て
い
た
状
況
を
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。


